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はじめに

　2005年９月に創刊された『研究論集』は，第１集・第２集では「アジアの歴史と近代」と

題して河合文化教育研究所・北京大学歴史学系共催の４回にわたる学術討論会を特集したもの

でしたが，この第３集の特集においては「20世紀の戦争・紛争をめぐる国際政治 (1)」と題し

て河合文化教育研究所の「20世紀国際政治史研究会」の会員による研究論文を中心に編まれ

ることになりました。

　「20世紀国際政治史研究会」は，1996年に河合文化教育研究所客員研究員としてお迎えした

柳澤英二郎愛知大学名誉教授を研究顧問として設立されました。会員数は約40名で，河合塾

の主に地歴を中心とする講師・名古屋およびその近隣の大学の研究者や高校の教師・国際政治

に関心をもつ市民などにより構成されています。研究会の活動の中心となる例会は2006年11

月現在で54回を数えます。本研究会では，柳澤英二郎先生の指導のもと，「革命と戦争の世紀」

といわれた20世紀の歴史を，国際政治史の視点から再考察を試み，「冷戦」の再評価を含めた

最近の研究動向およびユーゴスラヴィア問題（ボスニア・ヘルツェゴヴィナ問題・コソボ問

題）や中東問題といった今日的な問題などにも焦点をあてることに努め，研究会の例会では，

会員と遠隔地などからゲストとしてお招きした研究者の方々によって国際政治史の様々なテー

マについての研究報告が行われてきました。

　柳澤英二郎先生は，健康上の理由から2005年３月に河合文化教育研究所の客員研究員と20

世紀国際政治史研究会の研究顧問を退かれました（現在は，20世紀国際政治史研究会の終身

名誉研究顧問です）が，今回の『研究論集第３集』の発行にあたり「情勢分析」にかかわる次

の文章をよせて下さいました（タイトルは20世紀国際政治史研究会の事務局）。

＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊

現状をどう見るか ──ブッシュ政権への提言──

　新聞のスクラップをパラパラめくっているうちに，03年５月の分から面白い記事を見つけ

た。一つはラムズフェルド米国防長官の発言で，

　　（なお一部は危険な抵抗が残っているが，）「主要な戦闘の時代から安定と復興の時代に

移ったと思うと述べ，終戦を宣言した」［カブール5・2共同］。

　しかし今日もなおアフガン戦争は続き，むしろ激化しているのは周知の事実だ。なぜか？　

もう一つの記事はおぞましい事実を示す。
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　［バグダッド5・10共同］

　　「10日付のイラク紙サマンは，南部ナジャフの二カ所から女性の遺体多数が見つかり，地

元住民が9日，同市内の基地に移したと報じた」

　同紙によると女性たちは1991年のシーア派住民の蜂起の後，ラマダン副大統領の命令で生

きたまま埋められた。一カ所からは後ろ手に縛られた20人の女性の遺体が発見された。もう

一カ所からは20人の遺体……

　　「イラク南部では湾岸戦争後，シーア派住民が反フセイン〔大統領〕闘争に立ち上がった

が，米国の支援を得られず，イラク軍に鎮圧された」

　話は変るが，イラクの民主化につき，ブッシュは「モデルは日本」と楽観している。しかし

エジプトの一女性社会学者の悲観論が忘れられない。「イラクは部族主義の残る社会なので，

民主化は極めて難しいだろう」と語ったのだ。

　ナジャフの記事は部族主義のあらわれではないか？　部族主義の色濃いアフガンやイラク

は，それゆえに戦いになれば，恐ろしく強いのではないか？　もしそうなら，第三世界に介入

する戦争にかかわるアメリカは，武器や戦略・戦術よりも，まずはそこがどんな社会か，それ

がいかなる心理，行動を生んでいるかという社会学，そういう「戦争の社会学」をまず勉強す

べきであろう。

2006年９月23日　柳澤英二郎　

＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊　　　　＊

　以上です。かつて愛知大学の柳沢ゼミでは，新聞のスクラップが義務づけられ，スクラップ

から抽出した生のデータによって情勢分析を行い，いくつも仮説をたて，さらにその後抽出し

た生のデータで仮説を論証することが求められました。この地道な作業を柳澤先生自身は数十

年にわたって続けられ，それを土台としてライフワークとなった『戦後国際政治史』Ⅰ～Ⅳと

その別巻にあたる『逍遥現代国際政治史の世界』（共に柘植書房新社刊）を執筆されました。

特に『戦後国際政治史』の最後の巻と別巻は，20世紀国際政治史研究会の指導をされつつ書

き上げられたものでした。20世紀の国際政治史を研究する者は常に現在の国際政治の動きを

視界に納め，注視しています。今回，「20世紀国際政治史研究会」は，長年にわたる研究成果

として，８人の会員による10本の研究論文を発表することになりました。各論文は同研究会

での報告をベースに、最近の研究動向をふまえて書かれており、斬新な切り口からの論考に

なっているものと確信しています。そしていくつかの論文は現在のブッシュ政権の対外政策を

念頭に置いて書かれています。ぜひそうした点にも注目してお読みいただければと思います。
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　これらの成果は，「20世紀国際政治史研究会」の活動を会員としてあるいはゲストとして支

えて下さった多くの皆様と，河合文化教育研究所の支援によって得られました。以下に感謝の

意を込めてゲストとしてご協力いただいた研究者の方々のお名前を列挙いたします（敬称略，

肩書は報告時のもの，報告テーマは一部圧縮しております）。

　前田慶穂（金沢大学名誉教授，中東和平の現状），佐々木雄太（名古屋大学法学部教授〔現

愛知県立大学学長〕，イギリス帝国とスエズ戦争），藤城和美（愛知大学法学部教授，朝鮮開国

と日清・日露戦争期の米外交），江口圭一（愛知大学法学部教授〔故人〕，日本帝国主義史研究

の分析視角），鈴木隆史（名城大学商学部教授，大東亜共栄圏／東南アジアにおける日本軍政），

宜野座伸治（マカオ大学人間社会学系助教授〔故人〕，日中・太平洋戦争期の日・マカオ関係），

木畑洋一（東京大学大学院総合文化研究科教授，第二次大戦後のイギリスのアジア政策），板

垣雄三（東京大学名誉教授，「イスラーム原理主義」をどうみるか），中西久枝（名古屋大学大

学院国際開発研究科教授，中東イスラーム世界との対話・民主化の可能性），木坂順一郎（龍

谷大学名誉教授，十五年戦争期の政治・外交史研究）──以上です。なお，会員として「20

世紀国際政治史研究会」の活動を支えて下さり，今回研究論文を執筆していただいた研究者の

方々も，当初はゲストとして研究報告をされておりますがお名前は割愛させていただきまし

た。

　なお，20世紀国際政治史研究会においてはそれが実証的な研究である限りにおいて自由な

議論がなされております。したがって各論文の主張は河合文化教育研究所や20世紀国際政治

史研究会の立場を示すものではなく，文責は各執筆者に帰するものであることをお断りしてお

きます。

2006年10月　
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1920年代のヨーロッパ国際関係

加　藤　正　男

１　問題の所在

　世界最初の総力戦といわれた第一次世界大戦は，ドイツとその同盟国の敗北で終結した。

英・仏を中心とした西ヨーロッパは，大戦に勝利したものの国力は疲弊した1）。大戦後，ヨー

ロッパ各国は，ヨーロッパ主導の国際秩序をいかに構築，保持するのか，ということでさまざ

まな道を模索した。具体的には，イギリスは覇権国家の地位を保持する方策を，フランスはド

イツに代わって大陸の覇権を確保する方策を，また敗戦国ドイツはかつての大陸での大国の地

位を回復する方策を，といったことであった。このイギリス・フランス・ドイツがこれらの課

題を解決するさいに考慮すべきファクターが，1917年の革命で成立した社会主義国ソ連と，

政治的・軍事的・経済的面で台頭してきたアメリカ合衆国の存在であり，この両国を無視する

ことは出来なかった。

　そこで，本稿では，1920年代のイギリス・フランス・ドイツの動向を中心に，この３国の

対米，対ソ政策に焦点をあてて，国際関係史ではなく国際関係という観点から考察してみる。

２　1920年代前半のヨーロッパ国際関係──ドーズ案・ロカルノ条約以前──

１　ソ連・アメリカ合衆国の存在とヨーロッパ

　第一次世界大戦の結果，ヨーロッパは二つのモデルに直面した。一つのモデルは，〈市場経

済重視・小さな政府〉というアメリカ合衆国型資本主義モデルであり，もう一つのモデルは

〈福祉重視・大きな政府〉ともいうべきソ連社会主義モデルというものであった。これに対し

て，ヨーロッパが追求したのが，〈市場経済＋福祉重視・大きな政府〉というべきヨーロッパ

型資本主義モデルであった 2）。

１）近年，最初の総力戦および世界大戦は日露戦争である，という研究成果がある。横手慎二氏によれ
ば，「20世紀の始まりは日露戦争であり，第一次世界大戦が20世紀の出発点とされてきたのはヨーロッ
パ中心の歴史観にすぎない」としている。さらに，デイビッド=シンメルペンニク氏は，日露戦争を
第一次世界大戦の先例として，同戦争を「第零次戦争」と呼んでいる（読売新聞取材班『検証日露戦
争』2005年，中央公論新社）。

２）福島清彦『ヨーロッパ型資本主義』（講談社現代新書，2002年）『アメリカ型資本主義を嫌悪するヨー
ロッパ』（亜紀書房，2006年）。
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　このような，資本主義のありかたをめぐるアメリカとヨーロッパの相違には，ソ連社会主義

への危機意識の度合いに温度差があった。アメリカは，世界最大の債権国という卓越した経済

力を軸に，ソ連社会主義の脅威を安全保障に関わるものではなくイデオロギー上の脅威と認識

していた。したがって，社会主義イデオロギーがソ連国内に「封じ込め」られている限り，危

険視する必要はなかった 3）。これに対して，大戦で疲弊したヨーロッパは，海外には多くの植

民地を持ち，国内には多数の労働者の存在があった。植民地での民族主義運動，および国内の

労働運動が社会主義運動との提携にいたれば，植民地体制・国内の体制それ自体の維持が危ぶ

まれることとなった。したがって，ヨーロッパの方がアメリカよりもソ連社会主義の脅威に強

い危機意識を持っていた。大戦後，英・仏などヨーロッパ諸国は植民地や半植民地では民族運

動の高揚をうけ，ヨーロッパの再建・安定が必要不可欠であった。

　したがって，1920年代のヨーロッパでは，国内的にはヨーロッパ型資本主義モデルである

福祉国家の発展の試み，対外的にはヨーロッパ主導の国際秩序の構築，維持へのさまざまな道

が模索された時代であった。さまざまな模索の道には，ECSC（ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体）

に始まるヨーロッパ統合にみられるように，1920年代には実現はしなかったが，第二次世界

大戦後に実現したものがあった。

２　ワシントン会議からジェノヴァ会議へ

　1919年に成立したヴェルサイユ体制は，ヨーロッパとその植民地のみに縮小された形での

「パックス=ブリタニカ」といえた。その背景には，第一次世界大戦の結果，覇権国イギリス

の政治的・軍事的・経済的の優越的地位が揺らいだことにあった。軍事面では，パックス =

ブリタニカの時代の軍事力は，イギリス海軍力とインド人主体の陸軍力に支えられていた。し

かし，大戦後，海軍力は1922年のワシントン海軍軍縮条約で，主力艦の保有比率がイギリス

海軍はアメリカ海軍と対等になった。陸軍力では，インドの民族運動の高まりなどからインド

人の海外派兵は抑制せざるをえなくなった 4）。また，政治面では，イギリスが継続を期待した

日英同盟は，大英帝国を構成するカナダなどの反対によって，1921年の四カ国条約で解消さ

れた。イギリスは大英帝国内の外交で発言力が低下した。こうした政治的・軍事的な影響力低

下のなかで，イギリスが覇権国家としての地位を保持するのに残された方策が，生産力ではな

く金融面を中心とした経済力活用により，政治的・軍事的影響力の拡大をはかることであっ

た。1925年の金本位制の復帰は，その典型といえた 5）。

　ロイド =ジョージ挙国一致内閣 (1916‒22) は，東アジア・太平洋地域ではアメリカと調整す

る形で，イギリスの政治的・軍事的影響力の保持をはかった。それが1921年から1922年にか

３）山澄亨「現代アメリカ外交の源流」（福田茂夫・佐藤信一・堀一郎編『世紀転換期の国際政治史』ミ
ネルヴァ書房，2003年），95頁。

４）秋田茂『イギリス帝国とアジア国際秩序』（名古屋大学出版会，2003年），12‒22頁。
５）同書，12‒22頁。
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けて開催されたワシントン会議におけるイギリスの立場であった。前述したように，イギリス

は軍事的にはワシントン海軍軍縮条約で海軍力でアメリカと対等となるなど，ある程度アメリ

カに妥協，協調の立場をとった。それは，ロイド =ジョージのグランド・デザイン（大構想）

と呼ばれたヨーロッパ再建構想においては，イギリス主導のもとに債権国アメリカを引き込ん

で上でヨーロッパの再建実現にあたろうという思惑があったので，東アジア・太平洋地域での

「パックス=アメリカーナ」の実現をある程度は容認した。ただ，イギリスは中国における金

融を中心とした経済面では優位な立場にあり，金融力を背景にアメリカを統制できうると考え

ていた。

　こうして東アジア・太平洋地域でアメリカと調整したロイド =ジョージは，ヨーロッパ再

建構想の実現に向かった。その第一歩がジェノヴァ会議 (1922.4‒5) であった。ジェノヴァ会議

が開催されるころのヨーロッパは，ドイツ賠償問題をめぐるフランスとドイツの対立，対米戦

債問題をめぐるアメリカとヨーロッパ諸国との対立に加えて，ソ連ヴォルガ地方の大飢饉など

といった困難な問題に直面していた。

　グランド・デザイン実現には，まずドイツの経済的復興なしには賠償問題の解決が不可能で

あり，またソ連を再びヨーロッパの経済・社会に復帰させることが必要である，とロイド=

ジョージは考えていた 6）。彼は，1921年３月８日から始まったソ連共産党大会でのネップ公表

をソ連の穏健化と見て，同月16日にはソ連と英ソ両国間の暫定通商協定に調印し，両国の関

係は改善された。彼は，ジェノヴァ会議の目的を「ソ連代表と少しでも取り引きすることが可

能かどうかを同会議で確かめることである」と述べていた 7）。

３　ジェノヴァ会議

　ジェノヴァ会議は，ロイド =ジョージが，イギリス主導のヨーロッパ国際秩序の第一歩と

して位置づけた国際会議であった。同会議は，パリ講和会議には参加を許されなかった独・ソ

両国，さらにはアメリカの参加も想定する国際会議であった。彼は，ソ連・ドイツを含む大戦

で被害を受けた大陸諸国への金融支援として，イギリス主導の国際金融借款団を結成し，この

借款団には世界最大の債権国アメリカの参加を見込み，借款団の株はポンド建てで発行するも

のであった8）。ロイド =ジョージのグランド・デザインは，最終的にはソ連を含むヨーロッパ

をスターリング圏内に統合し，ソ連社会主義体制を資本主義体制に転換させるという遠大な目

標をもっていた（対ソ「積極的関与」政策）。

６）Anne Orde, British policy and European reconstruction after the First World War, Cambridge 
University Press, 1990, pp. 160‒179.

７）亀井紘「ジェノア会議（1922年４－５月）と戦後国際秩序の構築」（『1920年代欧州の国際関係』国
際政治96号，1991年），130頁。

８）P. J. Cain and A. G. Hopkins, British Imperialism, 1688‒2000 (Second Edition), Longman, 2002, 
pp. 453‒460.
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　ジェノヴァ会議で，ロイド =ジョージはソ連に投資を行う国際金融借款団の結成と自由貿

易体制などを提案した。この提案は，ソ連社会主義体制を事実上崩壊させ，ソ連を国際経済に

再統合し，かつてのロシア帝国との交易関係がその繁栄にとってきわめて重要な意味をもって

いたドイツ経済にとっても，戦後復興にきわめて効果的なものになるというものであった。ソ

連は，イギリスの提案は社会主義体制の崩壊を意味するものとして拒否した。国際金融借款団

結成に関する提案は，アメリカも反対した。それは，イギリスの提案はイギリスの大陸諸国へ

のスターリング圏拡大，ひいては大陸諸国への支配をめざしているものとみなしたからであっ

た 9）。この結果，ロイド=ジョージのグランド・デザイン実現の一方策であったイギリス主導

の金融支援政策は失敗に終わった。

　また，フランスはドイツ賠償問題の討議そのものに反対し，帝政時代の債務支払いを拒否す

るソ連をヨーロッパ社会へ復帰させることを頑強に拒んだ。ドイツ・ソ連問題をめぐるイギリ

スとフランスとの対立は，解決しなかった。

　さらに，ロイド =ジョージのグランド・デザイン実現を直接的に失敗させたのが，ジェノ

ヴァ会議開会一週間後の４月16日，ドイツとソ連が発表したラパロ条約であった。ドイツと

ソ連の提携阻止を考えていたロイド =ジョージにとっては打撃となった。ドイツ・ソ連両国

接近の動機は，ソ連側にとっては対ソ統一戦線阻止にあり，一方，ドイツ側にとってはソ連に

接近することによって連合国側を牽制して，ヴェルサイユ条約に関しての譲歩を引き出すこと

にあった。さらに，ドイツ側には市場の開拓と再軍備の準備という点もあった 10）。ラパロ条約

は，ロイド =ジョージが描いていたグランド・デザインの第一歩として位置づけられたジェ

ノヴァ会議を最終的に失敗に終わらせ，かつ覇権国であったイギリスの影響力低下が明確と

なったことをも意味した。ラパロ条約は，またフランスのルール占領 (1923‒25) を招き，さら

にアメリカのヨーロッパへの直接的な経済的関与をもたらすこととなった。

４　フランスの模索

　大戦で勝利したフランスは，ドイツ弱体化と対仏債務返済を拒否したソ連を排除（「封じ込

め」）し，大陸の覇権確立をはかった。その具体的な方策はドイツの復活に備える安全保障の

確保と，ドイツに対する賠償の強制であった。

　安全保障問題では，アメリカ・イギリスはフランスの安全保障に積極的に関与しなかった。

そこで，フランスは「直接的防衛」としてライン保障に重点をおき，「補完的防衛」としてド

イツ東部国境の現状維持を強固なものにしようとした。フランスの東欧政策は，ドイツ包囲と

ボリシェヴィキの防疫線がその前提にあった。1921年２月，フランスはポーランドと，つい

で，1924年１月チェコスロヴァキアとの間に同盟を結び，この二つの同盟を媒介として，小

９）Ibid., pp. 453‒460.
10）岡義武『国際政治史』（岩波全書，1955年），248‒249頁。
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協商諸国（ユーゴスラヴィア・ルーマニア・チェコスロヴァキア）およびポーランドとの間

に，緊密な関係を作り出すにいたった。一方，ドイツ国境の西方，いわゆるフランスの安全保

障にとって最大の関心事であったライン保障問題に関しても，イギリスはフランスへの保障を

拒否した。イギリスは，伝統的な勢力均衡策に基づき，西欧・東欧における安全保障問題に積

極的に関与することを避けようとしていた。

　フランスは，ドイツ弱体化政策に基づいて，自国の経済復興と対米戦債支払いに当てるため

に，ドイツから巨額の賠償を獲得しようとした。1921年４月，賠償委員会は，賠償総額を

1320億金マルクと決定，その内約50％はフランスの受取りとした。この数字は「天文学的数

字」と呼ばれた。ドイツ側は賠償負担を300億マルク程度と予想しており，この数字はドイツ

経済に壊滅的な打撃を与えるものと思われた 11）。イギリスは，ドイツを市場として注目してい

たので，ドイツ経済が弱体化するのを好まなかった。過酷な賠償支払いによってドイツでは，

マルクの価値が低下し，インフレーションも進んだので，連合国に対して賠償支払いの猶予を

求めた。イギリスがこれに同調したのに対して，フランスは拒否した。賠償問題をめぐって，

ドイツ・フランス両国の対立は激化した。そうした状況の中で，1922年にラパロ条約が調印

されたのであった。

５　ルール占領とその波紋

　1923年１月11日にフランス軍がドイツの賠償支払い不能を理由に，ベルギー軍とともにルー

ル地方を占領した。フランス・ベルギー両国軍のルール占領は，アメリカ・イギリスの強い反

発を招いた。ドイツには経済的・政治的危機を生み出した。ドイツ政府は，いわゆる「消極的

抵抗」によってフランス占領軍に対する協力を拒否するように指令した。ルール占領がドイツ

経済に与えた影響は深刻であり，危機的な状況の中で，８月シュトレーゼマン大連合内閣が成

立した。シュトレーゼマン大連合内閣は，９月「消極的抵抗」の中止を宣言し，財政再建と国

際協調の方針をとることにした。しかし，このころドイツ国内の政治的危機は，極度に高まっ

ていた。11月には，ヒトラーがミュンヘンでクーデタをおこしたが，国防軍によって鎮圧さ

れた。このような危機的状況は，経済面から解消されていった。それは11月のレンテンマル

クの発行による大インフレーションの収束であった。これを契機として，ドイツは経済的・政

治的に安定するようになった。シュトレーゼマン大連合内閣は，「消極的抵抗」から「履行政

策」へと政策転換を行った。シュトレーゼマンの「履行政策」とは，条約義務を可能な限り履

行することによって，連合国側の信頼と好意を獲得し，それによってヴェルサイユ条約の合理

的修正を期待するものであった 12）。他方，フランスの側でも，ドイツ側の抵抗と占領費の増大

によって，フランスの財政は悪化し，さらにインフレーションも進み，フランの下落を招い

11）斉藤孝『戦間期国際政治史』（岩波全書，1978年），74頁。
12）岡，前掲書，236‒237頁。
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た。フランス国内では，その結果，対独強硬派のポアンカレー政権にかわり，対独協調派のエ

リオ左派政権が発足した。

　しかし，ドイツ賠償問題は依然として未解決であり，しかも同問題は連合国の対米戦債問題

と関連しており，その全般的な解決のためにはアメリカの役割が必要であった。また，イギリ

スの保守党内閣は，ヨーロッパ再建問題にはアメリカとの協調による解決を志向していた。こ

れにドイツの政治的・社会的危機が加わった。こうした国際環境から，アメリカのイニシアチ

ブによるヨーロッパ再建問題の解決がはかられることとなった。

３　1920年代後半のヨーロッパ国際関係──ドーズ案・ロカルノ条約成立とそれ以降──

１　カーゾン・チャーチル路線と共和党政権のアメリカ合衆国

　1922年に成立したイギリスのボナ =ロウ保守党内閣は，ソ連に対しては，ロイド =ジョー

ジの「積極的関与」政策から「消極的関与」政策，すなわち「封じ込め」政策に転換した。す

でに，ロイド =ジョージ挙国一致内閣の時から，保守党のチャーチル植民地相・カーゾン外

相は対ソ経済関係の改善に消極的で，ジェノヴァ会議にも期待していなかった。これに対し

て，ロイド =ジョージは，ヨーロッパ再建とイギリスの経済復興にとってソ連をカギとみな

していた 13）。ジェノヴァ会議開催は，ロイド=ジョージのイニシアチブのもとに閣議決定され

たものであった。保守党内閣で主導権を握っていたカーゾン外相・チャーチル蔵相は，英米主

導によるドイツ賠償問題，さらには対米戦債問題の解決をめざした。この路線は，マクドナル

ド労働党内閣（1924.1‒11）の後をついだボールドウィン保守党内閣にも基本的には継承され

た。

　一方，ヴェルサイユ条約批准拒否後の共和党政権のアメリカは，通説でいわれている孤立主

義外交をとっていたわけではなかった。アメリカは，「アメリカ独自の国際主義」（歴史家ジョ

ン =ホフ =ウィルソン）の立場をとり，行動の自由を確保しながらヨーロッパ問題に関わっ

ていった 14）。共和党政権はヨーロッパ再建に大きな関心をもっていた。戦債問題と賠償問題は

密接にからんでおり，問題解決のカギはドイツにあった。ヒューズ国務長官は，1921年に「ア

メリカの繁栄はヨーロッパの経済的安定に依存し，……ドイツの経済的回復なしにヨーロッパ

の経済的回復はない」と述べた 15）。そこで，アメリカは生産力・金融力といった経済力を活用

して，アメリカ主導による対米戦債返済と賠償支払いとをリンクさせ，一挙に問題の解決を図

ろうとした。しかし，ドイツの政治的・経済的危機から，かつて大陸最大の工業国であったド

13）Keith Neilson, Britain, Soviet Russia and the Collapse of the Versailles Order, 1919‒1939, 
Cambridge University Press, 2006, p. 46.

14）Walter LaFeber, The American Age: United States Foreign Policy at Home and Abroad since 
1750, W. W. Norton, 1989, p. 318.

15）Ibid., p. 326.
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イツの「革命」を展望せざるをえなくなった。そのため，アメリカはイギリスに妥協するとい

うことで，問題の解決をはかった。「革命」という危機が，米英を協調させた。

２　ドーズ案

　英米両国は，ドイツ復興を通してヨーロッパ復興を図り，それによって対米戦債返済と賠償

支払いの解決をめざすこととなった。

　1923年10月，アメリカは，ドイツの支払い能力を検討する国際専門委員会の開催を，再度

表明した（最初の提案は，1922年12月）。これに対して，イギリス政府は，13日アメリカに覚

書を提出し，ドイツの危機的な経済情勢はドイツばかりでなく全ヨーロッパにとって死活的な

問題といえるものであり，この問題の解決にはアメリカの介入が不可欠であると述べた 16）。

　11月，賠償委員会はドイツの資源と支払い能力を検討するため連合国各国の代表から構成

される二つの委員会の設置を決定し，12月，賠償委員会は二つの専門委員会の委員を任命し

た。中心として活躍したドーズとヤングは，いずれもモルガン系企業の人物であった。そし

て，1924年４月，いわゆるドーズ案が発表された。ドーズ案の目的は，賠償総額の確定を避

けて，ドイツの毎年の支払額をドイツの支払い能力に応じたものに軽減した上で，賠償支払い

を容易にするためアメリカからの多大な資金がドイツに貸与されることとなった。そしてこの

支払い監督権限は，事実上アメリカの統制下におかれた。

　このドーズ案は，1924年７月ロンドンで開催された連合国最高会議で最終的に採択された。

この会議には，アメリカが，パリ講和会議以来，初めて正式に代表を参加させた。ここでも，

米英は共同行動をとり，フランスに対して譲歩を迫った。モルガン商会を中心とする国際金融

資本は，外債発行の安全のためのヨーロッパの安定を必要不可欠と考えていた。この立場に

たって米英両国は７月，外債発行の政治的条件を，ルール占領の即時解消，ラインラント撤退

スケジュールの明確化などで一致をみていた。ルール地域からの撤退に反対していたフランス

は，孤立していた。そして，８月16日，ロンドン議定書が採択された。ここにルール撤兵と

いうドイツの主目標が達成された。すでにシュトレーゼマン（当時は外相）は，1923年12月，

われわれの最終目標は「ルールとラインラントの解放と密接に関連させて賠償問題の最終的解

決」を図ることである，と述べていた 17）。

　1924年８月29日，ドイツ国会はドーズ案関連法案を通過させ，30日いわゆるロンドン議定

書が調印された。マクドナルド英首相は，この議定書を「真の平和条約」と呼んだ 18）。こうし

て，アメリカ資本のドイツ流入に拍車がかかった。ドイツは，アメリカから資本を導入してド

イツ経済を再建し，輸出をさかんにして英仏その他の連合国への賠償金を支払い，英仏その他

16）高橋進『ドイツ賠償問題の史的展開』（岩波書店，1983年），320‒321頁。
17）同書，325頁。
18）同書，343頁。
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の連合国はその賠償金を戦債の返済金としてアメリカに還流する，というメカニズムが成立し

た。ドイツにとっては，このメカニズムは借金をして借金を返すというものであった。

　こうして，ヨーロッパの経済再建は，表面的には英・米協調という路線で，現実的には生産

面に加えて金融面で力をもったアメリカのイニシアチブで解決をみた。確かに，ヨーロッパの

安定はアメリカからの民間の資金供与の上に成り立ってはいたが，イギリスは金融力を武器と

した影響力の確保，拡大をはかっており，アメリカが経済力を武器に自らの意思を完全に貫徹

させるのは，第二次世界大戦以後となった。それがマーシャル・プランといえた。

　ともあれ，ヨーロッパではドーズ案の採択により緊張緩和の機運が高まり，ロカルノ条約調

印は，さらに緊張緩和を進めることとなった。

３　ロカルノ条約

　1925年２月，独仏両国は，あいついでラインラント問題に関する覚書を送付した。独仏両

国の覚書から読みとれるのは，ドイツがアメリカを関与させた形での新安全保障条約によって

実質的なヴェルサイユ条約の修正を狙っていたのに対して，フランスはアメリカを関与させた

形での新安全保障条約を斥けた上で，ポーランドの保障を強く主張したことであった。一方，

イギリスの立場は，フランスに対してはイギリスの関与を西ヨーロッパのみに限定するものと

し，ドイツに対してはヴェルサイユ条約の修正要求に同調しないという姿勢を示した 19）。こう

した英・仏・独３国はその立場に違いはあるものの，10月５日からイギリス・フランス・ド

イツ・ベルギー・イタリア，およびポーランド・チェコスロヴァキアの７カ国は，ヨーロッパ

の安全保障問題を討議するための国際会議をスイスのロカルノで開催した。この会議の結果，

16日，次の３つからなる相互不可分の諸条約が仮調印された（12月ロンドンで正式調印され

た）。そのうち中核をなすもっとも重要なものが，ポーランド・チェコスロヴァキアを除く，

イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・ベルギー５カ国間で調印したラインラントの現状維

持に関する相互保障条約（いわゆるロカルノ条約あるいはライン条約）である。この条約は，

ラインラントのみの安全保障を対象とし，ブリアン仏外相は，イギリスから仏・独国境の保障

を獲得した。さらに，同条約では国際連盟加入を実施の条件としていた。その他には，ドイツ

とベルギー・イタリア・ポーランド・チェコスロヴァキアの各国との間の仲裁裁判条約の５条

約と，フランス・ポーランドおよびフランス・チェコスロヴァキア相互援助条約が成立した

が，これらの条約は，いわば宣言的協定といえ，実体のないものであった 20）。こうして，ドイ

ツは，1925年12月のロカルノ条約成立や翌1926年９月の国際連盟加盟・理事国就任などによ

り，国際的地位は高まった。

19）石原司・早坂忠「戦勝国の内政と外交」（『岩波講座　世界歴史』第26巻，1979年），90‒92頁。なお，
独・仏両国の覚書作成，相手国への送付に関しては，いずれもイギリスの関与がみられた。

20）同書，93‒94頁。



1920年代のヨーロッパ国際関係

17─　　─

４　オースティン = チェンバレン・シュトレーゼマン・ブリアン

　1920年代後半の英・仏・独３国の外交に指導的役割を果たした政治家が，オースティン =

チェンバレン（英）・シュトレーゼマン（独）・ブリアン（仏）の３人であった。この３人の構

想は，英・仏・独３国が軸となってヨーロッパを再建，復活させ，米・ソに対抗する勢力を形

成することにあった。その構想を実現させる戦略には違いがあった。

　オースティン =チェンバレン外相（ホールドウィン内閣）は，イギリス主導による米英協

調を軸に，ソ連を排除することに重点をおいた（「対ソ封じ込め」政策）。すなわち，彼のロカ

ルノ条約構想には，ソ連に対抗する観点から，ドイツ・ポーランドを西ヨーロッパに抱き込

み，イギリスを中心にフランス・ポーランド・イタリア四カ国による「共通の危険な存在であ

るソ連」に対抗する地域的集団安全保障体制の形成・確立という目標が存在していた21）。そし

て，ロカルノ条約調印後の1927年５月に，イギリスはソ連と国交を断絶した。さらに，イギ

リスがヨーロッパの安全保障に関与したことは，ドミニオンと呼ばれたイギリス自治領との絆

が弱まる結果をもたらした。そのことは，イギリスがイギリス連邦よりもヨーロッパに重点を

おいた1973年の EC加盟の先例とみることもできる。

　シュトレーゼマンの戦略のカギは，英・仏両国と協調しながら，ヴェルサイユ条約に対する

修正主義的要求を実現させることにあった。それは，第一次世界大戦で実現出来なかったかつ

てのドイツ帝国とハプスブルク帝国の統一を軸とした「ミッテル・オイローパ」（中欧）帝国

の実現にあった。この路線は，ヒトラー政権の東方進出につながっていった。シュトレーゼマ

ンは，ロカルノ条約を「行動の自由を回復させる第一歩」とみた。彼の修正主義的要求の実現

の第一歩は，シュトレーゼマンが「絞刑吏がわれわれの首に掛けたロープ」と称したフランス

軍によるラインラント占領の解消と軍備平等の実現にあった 22）。さらに，「ドイツが負担できる

ような賠償問題の解決，およびドイツの復興の前提としての平和の確保，ドイツ東部国境の改

定，ダンツィヒ・ポーランド回廊の獲得およびシュレジェン国境の改定，ドイツ・オーストリ

アの合併」であった 23）。こうしたシュトレーゼマンの目標は，イギリス・フランスにとっては

受入れがたいものなので，そこで彼は，こうした目標実現の手段，方法については，対ソ接近

という「ソ連カード」を使って西側諸国の譲歩を得ようとした。後に，シュトレーゼマンは

「自分は独・ソ関係を重視しないが，しかし，それは常にわれわれの競技における切り札であ

る」と述べている 24）。すなわちシュトレーゼマンの狙いは，ソ連との協力関係をテコとして，

21）Piotr S. Wandycz, The Twilight of French Eastern Alliance 1926‒36: French̶Czechoslovak̶
Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland, Princeton University Press, 
1988, pp. 19‒21.

22）Ibid., p. 21.
23）斉藤，前掲書，122頁。
24）同書，122頁。
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英・仏との友好関係の樹立を通して「大国」としての地位回復をはかることにあった。こうし

たシュトレーゼマンの観点からは，ロカルノ条約はヴェルサイユ体制の延長ではなく，むしろ

ヴェルサイユ体制の変質として捉えられた。

　ブリアンは，フランス主導の仏・独関係を軸に，イギリスとも協調して，ヨーロッパの政治

的・軍事的統合に加えて，経済的統合を視野に入れていた。それは，今日の EU統合の起源と

いうこともいえる。ブリアンは，独・ソの接近・提携という危険性を阻止するため，さらにフ

ランスの防衛をイギリスに保障させるためにもロカルノ条約は不可欠と考えていた。フランス

外交の目標は「独・仏 “枢軸”」の創設であり，それに依存する東欧諸国との同盟の構築に

あった。その「独・仏 “枢軸”」とは，フランスの重大な政治的・軍事的譲歩を行うことなし

に，ドイツを「すなおにさせる」(tame) という意味での “枢軸” である。つまり，フランス

にとっては潜在的脅威であるドイツを，ロカルノ体制という枠組みの中に封じ込める政治的・

経済的意図が根底にあったと思われる 25）。

５　ヤング案

　ドイツは，国際連盟加入を果たしたあとの最大の外交課題をラインラントからの占領軍の早

期撤兵の実現におき，すでに1926年にブリアンに対して，賠償支払い形式におけるドイツ側

の一定の譲歩によって，早期撤兵を実現する構想を話し合っていた。ドーズ案の成立とロカル

ノ条約調印以後のアメリカ資本に支えられたドイツ経済は，すさまじいスピードで発展をとげ

た。工業生産力では，大戦前の水準を超えて，戦勝国に対する資本主義的競争者としての地位

を確保していた。しかし，ドーズ案の履行過程においてドイツ経済は再び悪化し，賠償問題の

再検討が必要になった。賠償問題とラインラント撤兵問題は，リンクしていた。1928年１月，

シュトレーゼマンは議会で将来の賠償支払いの困難を訴えた。これに対して，２月，ブリアン

は，ラインラント占領はドイツの再軍備禁止と賠償支払いの保障であって，期限前には撤兵出

来ないと声明した（ヴェルサイユ条約の規定では，ラインラント占領は1935年まで続くこと

になっていた）。一方，イギリスはこれに対して，問題を諸国間の協定に委ねる旨の政府声明

を出した 26）。

　こうしてドーズ案改訂交渉は，1929年２月，ヤングを委員長とする賠償専門委員会が発足

して始まった。この委員会は連合国側とドイツ側との対立によって難航したが，アメリカの調

停によって，ようやく６月新しい賠償協定，いわゆるヤング案が成立した。ヤング案は，８月

のハーグ賠償会議において部分的修正の上で承認された。ヤング案は，賠償総額を約358億マ

ルクに切り下げ，支払い期限を59年間と定めた。また，ドイツ財政に対する連合国の監督機

25）Wandycz, op. cit., pp. 156‒157.
26）斉藤，前掲書，148頁。
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関はすべて廃止された 27）。そして，このヤング案を基礎として政府間交渉が，２回にわたり

ハーグで行われた。ハーグ会議は，シュトレーゼマンの勝利とブリアンの敗北で終わった。ド

イツは，ヤング案によってドイツ財政に対する監督機関の廃止，ハーグ賠償委員会による連合

国のラインラントからの早期撤兵の決定を，あいついで実現させた。さらに，1928年，ドイ

ツは巡洋艦Ａ号（のちのドイチュラント）の建造に着手し，ドイツの再軍備（シュトレーゼマ

ンの軍事平等の要求）がヴェルサイユ条約による制限の下における合法的手段において進めら

れていた 28）。ここに，ドイツはヴェルサイユ体制の変質を本格化させた。ボネ（後のフランス

外相，任1938‒39）は，これを評して「同盟政策の転換点」と見なし，「東方ロカルノが実現

することなしに」ラインラント撤兵が承認された，と後年述べた 29）。ドイツの国際的地位の向

上に対して，フランスは，1929年12月，独・仏国境に巨大な大規模な要塞の建設計画（後年

マジノ線と呼ばれる）を可決したが，それはラインラント撤兵後の対ドイツ安全保障を確保し

ようとしたものであった。

４　ロカルノ体制

１　「ブリアン構想」

　「ブリアン構想」と呼ばれたブリアンの構想の内容は，地域集団安全保障体制の形成・確立

（ロカルノ体制の拡大）という軍事的統合という側面と，ヨーロッパを政治的・経済的に統合

させるという側面からなっていた 30）。ブリアン外交の背後には，フランスの安定した経済力が

あり，この二つの側面は密接な関係をもっていた。前者を実現させる契機が，ロカルノ条約で

あった。後者実現の契機が，1926年に誕生したドイツ，フランス，ルクセンブルク，ザール

の鉄鋼業者からなる国際鉄鋼カルテルであった 31）。これは，第二次世界大戦後の ECSCを想起

させるものであった。「ブリアン構想」は，最終的には，1929年10月に起こった世界恐慌など

を諸要因として実現はしなかった。しかしその一方で，「ブリアン構想」は今日のヨーロッパ

統合 (EU) の先駆的な試みであったとも考えうる。

２　「東方ロカルノ」構想

　ブリアンは，地域的集団安全保障体制であるロカルノ体制を東欧（「東方ロカルノ」），さら

には大西洋（「大西洋ロカルノ」）にまでに拡大させるという構想を持っていた。ブリアンは，

27）栗原優「ヴァイマル共和国の安定とその破綻」（『岩波講座　世界歴史』第26巻，1979年），66‒67頁。
28）斉藤，前掲書，139頁。
29）Wandycz, op. cit., p. 148.
30）ブリアン構想の詳細については，栗原優『第二次世界大戦の勃発』（名古屋大学出版会，1994年），
Derek Benjamin Heater, The Idea of European Unity, Leicester University Press, 1992［『統一ヨー
ロッパへの道』デレック・ヒーター，田中俊郎監訳，岩波書店，1994年］を参照。

31）フリダンソン・パトリック「ヨーロッパ統合におけるフランス」（木畑洋一編『ヨーロッパ統合と国
際関係』日本経済評論社，2005年），38‒39頁。
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ロカルノ会議では実現しなかった「東方ロカルノ」の実現に動いた。彼が描いていた「東方ロ

カルノ」とは，フランスを中心としてドイツ・ソ連・ポーランド・バルト３国・ルーマニア間

の不戦条約という性格をもった地域的集団安全保障体制の樹立であった 32）。ソ連は，ロカルノ

条約に調印していなかった。ブリアンが「東方ロカルノ」構想の実現に動いた動機の一つに

は，フランスが大陸でもっとも影響力をもっていた東欧地域に，ドイツとイタリアの浸透・進

出が行われ，東欧におけるフランスの地位の低下が生じたことが考えられた。

　ブリアンの「東方ロカルノ」構想にとって最大の障害物となっていたのは，“ポーランド回

廊” とシュレジェン問題という領土問題であった。とりわけ，ブリアンが重視したのは，“ポー

ランド回廊” 問題であった。独・仏枢軸を外交の前提としていた彼は，もはや従来のようにド

イツ東部国境（ポーランド西部国境）に対する脅威が間接的にフランスのライン国境に対する

脅威となる，という考えを否定していた。したがって彼は，ドイツとポーランドの交渉による

解決，実質的にはポーランドの譲歩を期待していた。しかし，ポーランドのフランスに対する

不信感が強まり，1926年５月のピウスツキのクーデタは，「東方ロカルノ」の実現に困難をも

たらした。ドイツとポーランドの交渉は行き詰まり，シュトレーゼマンは，1927年12月「東

方ロカルノ」構想を拒否した。彼の目標は，あくまでもポーランド回廊であり，ポーランド回

廊の回復は「パリとロンドンを通して」解決することにあると考えていた 33）。「東方ロカルノ」

構想は実現困難となった。

３　「東」のロカルノ構想と「中欧ロカルノ」構想

　ソ連は，ドーズ案・ロカルノ条約成立，およびドイツの国際連盟加盟といった一連の動き

を，ソ連に対する包囲網の構築とみていた。ソ連外相代理のリトヴィノフは，ドイツのロカル

ノ条約調印と国際連盟加盟を評して，「ドイツが国際連盟に加入しつつある事実は，国際連盟

の性格の変化を意味しない。それは，若干の国が，一般にはその企図を実現する助けとしてド

イツを利用することを当てにしていること，とくにソ連に対する敵対的計画を実現するために

ドイツの利用を当てにしていることを意味するに過ぎない」と述べた 34）。

　そこで，ソ連は1926年４月，「独・ソ中立条約」に調印して，ドイツの西ヨーロッパ諸国へ

の接近を阻止しようとする一方で，ドイツとの提携関係に依存する状態から脱して，周辺諸国

との関係改善を積極的に進めることになった。1924年１月のレーニンの死と，1925年２月の

ソ連共産党大会におけるスターリンの「一国社会主義論」が採択されて以来，その対外政策も

大きな路線転換をとげた。それは，ドイツをソ連外交の基軸においたいわゆる「チチェリン外

交」の路線変更を意味し，やがて1930年７月反ドイツの立場をとるリトヴィノフがチチェリ

32）Wandycz, op. cit., p. 101.
33）Ibid., p. 102.
34）斉藤，前掲書，119頁。
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ンに代わって外相に就任した。ソ連は，ロカルノ条約の成立以降，周辺諸国との一連の不可侵

条約・中立条約の締結によって，自国の安全を確保しようとした。ソ連は，1925年にトルコ

と，1926年にアフガニスタンと，1927年にはイランとの間に，あいついで中立不可侵条約を

成立させた。さらにヒトラー政権が誕生する1933年までに，1926年にリトアニアと，1932年

にはフィンランド，ポーランド，ラトヴィア，エストニア，フランスなどと，不可侵条約を結

んだ 35）。そして，1929年２月，ソ連・ポーランド・ルーマニア・エストニア・ラトヴィアの間

にいわゆる「リトヴィノフ議定書」が調印された（1929年４月にリトアニア・トルコが，同

月にダンツィヒ自由市が，７月にイランがこれに参加した）。これは，いわゆる「東」のロカ

ルノ構想実現という，一種のゆるい形での地域的集団安全保障体制といえる。こうしたソ連外

交の路線変更は，「世界革命の参謀本部」といわれたコミンテルンも，社会主義社会へと変革

されていくソ連の擁護をもってその主要任務とする国際団体の性格をもつようになった 36）。ソ

連も，自国の周辺地域の安全確保の政策を展開していた。

　一方，ロカルノ条約が「東欧のドイツへの開放」と捉えた中欧・東欧諸国は，ドイツに対す

るイメージの変化，すなわち潜在的脅威というイメージから現実的脅威というイメージを抱く

ようになった。中欧諸国の中で，第一の工業国家であったチェコスロヴァキアは，いわゆる

「中欧ロカルノ」構想を対置していた。同構想とは，小協商国に加えてオーストリア・ハンガ

リーを含み，さらにソ連との和解とポーランドとの友好関係を進めることによって地域集団安

全保障を強化しようというものであった。フランスは，この「中欧ロカルノ」構想を，フラン

スを排除した一種の経済ブロック構想と認識し，この構想には同意しなかった 37）。1927年末，

「中欧ロカルノ」構想も，実現が困難な状況になっていた。

４　「大西洋ロカルノ」構想

　「東方ロカルノ」・「中欧ロカルノ」構想の実現が困難な状況になっていた1927年，ブリアン

はアメリカを地域集団安全保障体制に取り組むという，いわゆる「大西洋ロカルノ」構想の実

現に動いていた。４月，ブリアンは第一次世界大戦参戦10周年を記念してアメリカの通信社

に送ったアメリカ国民へのメッセージの中で，アメリカが「同盟」では拒否することを判って

いたために，「戦争追放」の米・仏二国間条約の締結を提唱した。さらに６月，フランスはア

メリカ政府に対して米・仏間の不戦条約を正式に提案した。対米不戦条約に関するブリアンの

動機は，1914年から17年にかけての再現（アメリカの参戦以前の大戦時，アメリカがその中

立の貿易諸権利をめぐりイギリス・フランスとの関係を絶つという危険性があった）を阻止す

ることがフランスに役立つと考えていたからである 38）。また，アメリカを間接的にフランス主

35）同書，131頁。
36）岡，前掲書，263頁。
37）Wandycz, op. cit., p. 102.
38）LaFeber, op. cit., p. 329.
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導の同盟システムに結びつけることにあったともいえる。

　これに対してアメリカは，ブリアンの提案に困惑した。アメリカがこの提案を懸念した理由

の一つには，アメリカの行動の自由が制限される可能性があった 39）。12月，ケロッグ米国務長

官は巧妙な対抗案として，米・仏２国のかわりに世界の他の諸国を含む普遍的な戦争放棄の条

約に拡大することを提案した。さらに彼はブリアンの反対を押し切って，違反国に対する軍事

的制裁を除外することに成功した。こうして，アメリカは行動の自由を守ることが出来た 40）。

　1928年８月，仏・米を含めた15カ国が不戦条約（ブリアン・ケロッグ協定）に調印した。

不戦条約は，以後1938年末までに当時の独立国の約九割に当たる64カ国の参加を得た。同条

約では，参加国が国際紛争の平和的解決を約束した。しかしこの条約においては，参加国の防

衛戦争は認められており，また特定の戦争が防衛戦争であるか否かを判定する機関を設置せ

ず，さらに条約違反への制裁規定は明記されていなかった。したがって，パリ条約自体では，

戦争防止に役立つとは期待できず，「もしも一枚の紙きれにすぎない国際的取決めがあったと

すれば，それはパリ条約である」と後年批評されたのも，当然のことであった 41）。こうして，

ブリアンの「大西洋ロカルノ」構想は挫折した。地域的集団安全保障体制の形成・確立に失敗

したブリアンは，「ヨーロッパの政治的・経済的統合」の実現に動いた。

５　「ヨーロッパ統合」構想

　1929年９月の第10回国際連盟総会でのブリアンは，いわゆる「ヨーロッパ（経済）統合」

構想に関する演説を行った。ブリアンは，ヨーロッパ諸国がこの提案を検討することを要請し

た。ブリアンは，各国からの回答をもとに報告書を作成し，その報告書に基づいて生まれた覚

書（「ヨーロッパ連邦同盟体制に関する覚書」，1930年５月１日作成）を５月17日にイギリス

を含む26カ国政府に送付し，回答期限を1930年７月15日までとした 42）。ブリアン覚書によれ

ば，国家の主権を前提としたヨーロッパ統合であり，想定された地域はアイルランドからバル

ト３国・ブルガリアまでを含み，ソ連とトルコは除外されており，アメリカも対象外とされ

た 43）。このことは今日，トルコの EU加盟可否における EU加盟国内の対立や EUの東方拡大

の先例と考えられる。ブリアン覚書からみると，ブリアンの「ヨーロッパ統合」構想の狙い

は，ドイツを同統合に組み込むことによってドイツを封じ込めるという意味でのフランスとド

イツとの経済的調和を基礎に，大陸からアングロ・サクソンの影響力を排除──直接的にはア

39）Ibid., p. 329.
40）麻田貞雄「孤立から介入へ」（『有賀貞・宮里政玄編，新版『概説アメリカ外交史』1998年），112‒113
頁。

41）岡，前掲書，264頁。
42）植田隆子『地域的安全保障の史的研究』（山川出版社，1989年），79‒80頁。
43）木畑洋一「国際関係史のなかのヨーロッパ統合」（木畑洋一編『ヨーロッパ統合と国際関係』日本経
済評論社，2005年），20頁。
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メリカの影響力排除，間接的にはイギリスの影響力排除──することにあった 44）。

　このブリアンの「ヨーロッパ統合」構想に対する各国の反応は，イギリス・ドイツ・イタリ

アといった大国は冷淡で，むしろ小国の方が好意的であったといわれる 45）。イギリス外務省の

覚書 (1930.5) によれば，ブリアン構想の目的を「ヨーロッパにおけるフランスの政治的覇権を

強化させるのに役立つもの」とみていた。ドイツでは，ヨーロッパ連帯の美名による新たなド

イツに対する拘束とみなしていた。また，ポーランドは，ブリアン構想の目的は，イタリアの

侵略的政策とは逆にドイツとの和解を促進させることであり，アメリカの経済的拡大に反対す

るもの，さらに反ソ・ブロック形成策とみていた 46）。

　フランスは各国の覚書を検討して報告書を作成し，1930年９月の第11回国際連盟総会で発

表した。同月に調査委員会の設置が採択され，第１回ヨーロッパ連合調査委員会が開催され

た 47）。しかし，各国の利害の調整が困難であり，1929年10月の世界恐慌発生による政治的・経

済的混乱の激化から，「ヨーロッパ統合」構想の具体化は第二次世界大戦以降までまたねばな

らなかった。こうして，ブリアン構想の核心であるドイツを封じ込めるということは，実現出

来なかった。

　本論文は，『新版 危機の国際政治史』（仮題）の筆者担当の原稿に，加筆，改稿したもので

ある。

44）Wandycz, op. cit., p. 170.
45）植田，前掲書，84頁。
46）Wandycz, op. cit., p. 171.
47）植田，前掲書，80‒86頁。
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民族自決論と戦後秩序
──バウアー，ウィルソン，レーニンの交錯を中心に──

鈴　木　是　生

はじめに

　本稿は，第一次大戦期，民族自決をめぐって “相対し” たＯ・バウアー，Ｗ・ウィルソン，

Ｖ・レーニンの理論とその帰結について考察するものである。大戦の経緯や民族自決をめぐる

戦後秩序についてはつとに包括的な研究がある 1）｡ しかし今日なお，民族自決と戦後秩序に関

する評価にはニュアンスが認められる。その多くは，史実の修正というよりも，冷戦が終結し

20世紀を顧みるなかで再構成されうる議論の振幅を反映している。

　第一に，冷戦後の政治的リベラリズムに依拠したウィルソン再評価をその典型としてあげる

ことができるだろう 2）｡ あるいは，諸民族の共存（多文化主義／文化的多元主義）を企図した

オーストロ・マルクス主義者バウアーの民族理論再評価もこの文脈に位置づけることができ

る 3）｡ しかし第二に，「勝者」により構想され具体化された，諸民族を跨ぐ境界画定がなお政治

的焦点でありつづけ，大戦期に遡ってその “正義” が問われてもきた 4）｡「勝者」の秩序が胚胎

させた “過誤” があるとすれば，その一つが境界画定であった。大戦の「勝者」と「敗者」が

ともに求めた民族自決をめぐる権力政治のゆくえは決して過去のものではない。

　本稿では後者の論点を念頭に，異なる理論的立場から民族自決を唱え，その実践に向け奔走

した三者の交錯する過程を略述し，民族自決からみた戦後秩序を再考してみたい。まず三つの

民族自決論の概要を提示し，つぎに大戦の展開と三者の「切り結ぶ」局面（オーストリアから

のチェコ独立とロシアのカフカス地域の動向）を中心に自決過程の一端を叙述し，最後にその

帰結について小括し結びとしたい。

１）Alfred Cobban, The Nation State and National Self-determination, Thomas Y. Crowell, 1970, pp. 
57‒97; Margaret MacMillan, Paris 1919: Six Months that Changed the World, Random House, 
2001.

２）Morton H. Halperin and D. J. Scheffer, Self-determination in the World Order, Carnegie 
Endowment for International Peace, 1992.

３）John Schwarzmantel, Socialism and the Idea of Nation, Harvester Wheatsheaf, 1991.
４）Seamus Dunn and T. G. Fraser eds., Europe and Ethnicity: The First World War and 
Contemporary Ethnic Conflict, Routledge, 1996, esp., Alan Sharp, “The Genie that Would not Go 
Back into the Bottle”, pp. 10‒17.
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Ⅰ　「帝国の時代」と「三つの民族自決論」

　20世紀の端緒は民族主義と社会主義の興隆とともにあった。両者は理論的に相容れないと

されつつも，民主主義の理念を共有する，いわば “奇妙な同盟” の関係にあった。ともに，

「帝国の時代」を変革する運動として，ロシアやオーストリア＝ハンガリーなど多民族帝国を

揺るがし，植民地を含む民族運動を鼓舞しつつあった。まさに，両者が民主主義を根幹とする

点で同じ土俵の一方に立っていたからである。三つの民族自決論も，その他方に屹立する帝国

的国際秩序へ抗うなかで生まれ練成されていった。

１　バウアーと「文化的民族自治」

　オーストリア社会民主労働党のバウアーが『民族問題と社会民主主義』において展開した理

論は，帝国内部の民族対立に対応を迫られるなか，「ブリュン民族綱領」（1899年）を補完す

るための理論構築を直接の契機としていた。それは，帝国の存続を前提に，諸民族の共存を具

体化する民族自治論として位置づけられる。当時，帝国内ではチェコ人を中心に非ドイツ語系

住民による権利獲得運動（母語の公用語化）が先鋭化し，党内では民族単位の民主的連邦制へ

の移行が焦点となっていた。

　「小インターナショナル」と呼ばれた党の民族別組織化が争点になるなか，指導的理論家の

Ｋ・レンナーとバウアーは，帝国の維持と民族差別の止揚を同時に追及する観点から民族自治

論を案出した 5）｡ その眼目は，チェコ人を含む主要六民族（ドイツ人，イタリア人，チェコ人，

ポーランド人，スロヴェニア人，ウクライナ人）による帝国の連邦化と，属地主義原則（＝領

域的自治）および母語権を軸とする文化的権利の保護にあった。この自治論は，資本主義経済

の発展に則した大国家の維持を視野に入れ，かつ列強による帝国の分裂と国内諸民族の従属化

を危惧して考案された。

　さらに，民族の基盤を領域に限定せず諸個人が民族的帰属を選択できる属人主義原則を主張

したレンナーの構想を受けて，バウアーは理論を精緻化していった。その特性の第一は，民族

を国家と領土から分離させた点にあった。これによって，諸民族の混住地域においても民族的

権利が保障される属人主義原則が確立された。この原則のもと，諸個人は自己の意思により民

族的帰属を登録し，母語教育など民族的権利が領域によってではなく法的に保障され，した

がって主要民族以外のマイノリティの権利も同等に擁護される。この点でこれは，近代的民族

を資本主義の経済単位とみるマルクス主義の「経済還元論」に対置される 6）｡

　したがって第二に，近代的民族の発展における文化の尊重に力点が置かれた。バウアーに

とって，民族とは文化共同体であり，諸民族がその独自性を開花させてこそインターナショナ

５）Otto Bauer, “Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie” in Bauer, Werkausgabe, Bd., 1, 
Europaverlag, 1975, S. 542‒545, 577; Ephraim Nimni, Marxism and Nationalism: Theoretical 
Origins of a Political Crisis, Pluto Press, 1994, pp. 126‒129.

６）J. Schwarzmantel, op.cit., ch. 6, esp., pp. 195‒199, and p. 162.
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リズムが育まれるのであった 7）｡ しかし，諸民族の集う「小インターナショナル」においてさ

え自己の理論を生かせず，バウアーは，標榜された祖国防衛の大戦へ従軍することによって，

インターナショナルの理念に忠実でありえないままガリツィアへ赴いていった。

２　ウィルソンと「人民の自治」

　1890年フロンティア・ラインの消滅が宣言されたのち，労働運動と農民運動が隆盛するな

かでアメリカは20世紀を迎えた。「金メッキ時代」の終りとともに待望された新しい理念とし

て「改革主義時代」が到来し，その主翼を担ったのが「ニュー・フリーダム」を謳って登場し

たウィルソンであった。

　ウィルソンにとって「民族 (nation)」もしくは「人民 (people)」は，いずれも諸個人の集合

体であり，「民族」として認められるべき資質は自由と民主主義に沿う政治体制を具有するこ

とにあった。その外交を性格づける「宣教師外交」とは自由と民主主義の普遍化であり，民族

自決もこれと不可分であった。

　ウィルソンが公式に民族自決に言及するのは1916年であるが，その思想的背景は大戦前か

ら明確であった。すなわち，キリスト教信仰，自治 (self-government)，民主主義，ナショナ

リティおよび有機的国家の諸概念であった。ウィルソンにあって，自治と民主主義がナショナ

リティを育み，この両者は「教育，指導されて」こそ達成されうる。しかもこれらは制度であ

ると同時に人民のモラルに関わるものとされた8）｡

　このように，人民民主主義者ウィルソンにとって「民族」とは基本的に人民を意味していた

が，「自決主体としては個人の概念と政治的ナショナリティの概念を混同させる傾向」9）にあっ

た。また「民族」は「文明的」でなければならず，それは欧米における民主的政治体制を備え

た自治の担い手を指し示す概念であった。ウィルソンの民族自決論は，抽象的ではあるが「人

民の自治」として定義づけられる。自治とは住民が統治形態を自ら選択する権利を保持しこれ

を継続させる過程であり，したがって民主的統治形態と同義であった。少なくとも大戦前，自

治に関する思想は，「いわゆる内的自決［人民主権］および普遍的民主主義と，未発展の人民

に対する最終的な自治 (self-rule) へ向けた指導との曖昧なアマルガム」10）であった。

　ここから引きだされるもう一つの特徴として，アメリカ国籍をもつが出身国に愛着を抱く

「ハイフンつきアメリカ人 (hyphenated Americans)」を否定的に捉えていた点からも，ウィ

ルソンを「るつぼ論」者に位置づけることができる 11）｡ さらに，国際政治においてもウィルソ

７）O. Bauer, a.a.O., S. 70, 90‒91.
８）Derek Heater, National Self-determination: Woodrow Wilson and His Legacy, Macmillan, 1994, 
pp. 15, 22‒25.

９）Alan Sharp, The Versailles Settlement: Peacemaking in Paris 1919, Macmillan, 1991, p. 132.
10）Michla Pomerance, “The United States and Self-determination: Perspectives on the Wilsonian 
Conception”, American J. of International Law, 70 (1), 1976, p. 17.

11）Ibid., p. 25.
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ンは民族的要求に沿った多民族帝国の解体を意図しておらず，自治は分離権（民族国家創設の

権利）を意味するものではなかった。民族自決原則が国際政治のなかで形づくられるのは，ア

メリカの参戦と戦後処理の過程においてであった。

３　レーニンと「国家的分離権」

　「諸民族の牢獄」ロシアで，民族問題への対応を明確にできずにいたロシア社会民主労働党

において民族自決権が明記されたのは1903年であった。民族自決権を主張してきたレーニン

に依拠して「国家の構成にくわわっているすべての民族にたいする自決権の承認」12）が綱領に

明記され，革命を指導する党の原則として定式化された。

　レーニンにおいて民族自決とは「無条件に」承認されるべき，「分離した国家的生存を営む

権利」であった 13）｡ その目的は，諸民族の同権を保障することによってプロレタリアートの自

決を推進することにあった。ただ，この権利は民主的手続を経て当該民族が議会を通じて決定

するものとされた。自由意思を欠けば「自決」は画餅であり，プロレタリアートの自決もあり

えない。離婚の権利や結社の自由権に喩えて民族自決権が論じられた所以であった 14）｡

　弱小諸民族への配慮はみられたものの，展望として，資本主義の発展過程で諸民族は「接

近」し，やがて「融合」へ至るとされた（「接近―融合」論）。それは，ウィルソンの「るつぼ

論」とのアナロジーを可能にし，逆にバウアーの理論に対置されるものであった。

　ところで，1905年の革命以来，「周辺」のカフカス諸民族は自身の民族政党を組織化しつつ

あった。ただ，近代的意味において「民族として政治化・動員されておらず，『領域に根づい

てい』なかった」15）グルジアとアルメニアの社会主義者は，ロシア社会民主党の地方組織を担

い，民族的要求を強く表明していなかった。ムスリムにして底辺労働者の多いアゼルバイジャ

ン人も，キリスト教徒で熟練労働者の多いアルメニア人と対立関係にあったが，諸民族が混住

するバクーを中心に社会主義者との紐帯を強めていた。

　三民族の統一運動は未成熟であったが，グルジアでは帝国の連邦化と自治を求める知識人が

「サカルトヴェロ」（のちグルジア社会主義連邦主義者党）を結成した。また，領域を越えた文

化的民族自治を主張するメンシェヴィキが勢力を拡大していた。アルメニアでは，社会主義政

党にして民族主義政党の「ダシナク」が勢力を伸張させていた。ダシナクの綱領も，カフカス

の（将来の）ロシア連邦への編入，国防，外交，金融および関税を除く内政の自律と文化的自

12）引用は，レーニン「ロシア社会民主労働党綱領草案」『レーニン全集 (6)』（大月書店，以下では発行
年は省略し『全集』と略記），16ページ。

13）レーニン「民族自決権について」（『全集 (20)』），423ページ。
14）レーニン「われわれの綱領における民族問題」（『全集 (6)』），470ページ。
15）Ronald G. Suny, The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the 
Soviet Union, Stanford UP., 1993, p. 59.
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治（地方言語の尊重）を謳っていた 16）｡

　英仏およびトルコの触手が及ぶカフカス諸民族において，ロシアからの分離独立を求める機

運は希薄であった。しかし，国境の前線にあったアルメニア人をはじめ，「周辺民族」は大戦

の渦に巻き込まれ，その後の勢力圏画定で掲げられた民族自決のゆくえは，すでに大国の手に

握られていた。

Ⅱ　「三つの民族自決論」と「一九一七年」

　祖国防衛のもと各国での挙国一致の成立は，「国民の戦争化」と，そのネガとして戦争を鼓

舞するナショナリズムが民主化を通じて「戦争の国民化」を促し，加えて民族自決が植民地を

「国民」として統合しえたからであった。それゆえ民族自決の戦争目的化は植民地を含む「周

辺民族」を戦争に巻き込み，また反戦運動を終息させていった。しかし同時に，「戦争化」と

「国民化」は社会主義革命の原基ともなり，また経済的余力を誇るアメリカの参戦は民族自決

を国際政治の焦点の一つに押し上げていった。

１　バウアーと帝国のゆらぎ

　挙国一致の確立はオーストリア内部の民族運動を封じ込めたかにみえた。帝国の存続を想定

する社会民主党の基本方針も，戦争への傍観もしくは協力によって政府から労働運動への譲歩

を引きだすことにあった。しかし，「民族化」による党の分裂は民族共存を不可能にする予兆

であった。各地での敗戦とドイツへの軍事的政治的依存により，帝国の改編を自明視していた

諸民族の間でも民族主義が昂進し，協商国側も帝国の枠組を疑問視し始めていた。民族別政党

に分裂した全体党は，戦後に目指されるべき民主化と民族別連邦化に向け戦争を継続するほか

なかった。帝国の切取りを約束したロンドン条約やブカレスト条約のため，綱領実現の条件は

戦争に勝利する以外になかったからである。

　一方，外敵ロシアとの戦闘を当然の義務と考え従軍したバウアーは，14年末ロシア軍の捕

虜となり政治活動の休止を余儀なくされた。バウアーがシベリアで虜囚生活を送るなか，チェ

コ民族の独立運動がＴ・マサリクのもと進展していった。

　大戦の初期，チェコ人とスロヴァキア人の間に独立を目指す気運は低く，ともに帝国の枠組

のなか将来を見据えようとしていた。少数の人口，地理的位置，民族混住状況に加え，社会主

義者にとって小国への分立は大経済領域圏を阻害するものであり，支配階級にとっても帝国の

維持がその地位を保守することになろう。しかし「小インターナショナル」の分裂にみられた

ように，支配的地位のドイツ人に対し，被支配階級のチェコ人らが民族主義に与する土台は整

いつつあった。

16）Richard Pipes, The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism 1917‒1923, 
Harvard UP., 1954, pp. 19‒20.
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　大戦勃発後，独立の可能性を模索していたマサリクは，西欧諸国の同胞移民の組織化に力を

注いでいた。この運動に助力したのが，当時百万人以上といわれたアメリカ移民からの基金で

あった。16年２月，亡命政治家と移民によるチェコスロヴァキア民族会議（チェコ民族会議）

が組織された。その後マサリクらは，運動をロンドンへ拡大し西欧各国に独立を訴えていっ

た。しかし米英において帝国の解体は目論まれておらず，独立への言質を得るのは容易ではな

かった。その隘路を打開すべく，17年５月マサリクはロシアへ向かった。米英から独立承認

を引きだすカードが，ロシアで組織化されていたチェコスロヴァキア軍団（チェコ軍団）で

あった。チェコ軍団とは，ロシア帝政が大戦勃発時に編成したチェコ義勇団が二月革命後に拡

充・再編されたものであった。マサリクの考えは，チェコ軍団を連合国側で参戦させ，その戦

果を独立への糧とすることであった。

２　ウィルソンと「十四か条」

　「総力戦」化のなか各国で厭戦感が昂じ，祖国防衛の戦争はすでにその名目を失いつつあり，

戦闘遂行の意義が各国政権で問われ始めていた。16年末，名目的中立を保ってきたウィルソ

ンは各国に戦争目的の表明を迫り「勝利なき講和」を訴えた。アメリカの中立は，イギリスと

の歴史的紐帯，英仏への輸出および融資の急増，これに対するドイツへの事実上の禁輸措置と

融資の急減から，その協商国寄りは明白であった。

　15年来，ドイツ軍によるアメリカの一般客船・商船への度重なる攻撃に対し「和解」を継

続してきたものの，17年１月，アメリカ中西部の奪還と引換えにメキシコとの同盟を求めた

ドイツ外相の「ツィンマーマン電報」はウィルソンを激怒させた。ウィルソンは，２月のドイ

ツによる無制限潜水艦戦を機に対独断交を宣言し，さらにロシア二月革命の報せを受け，果た

して３月下旬に参戦を決意した。

　17年４月，ウィルソンは，民主主義と国際平和を御旗に対独参戦を宣言し，翌年の年頭教

書にて戦争目的と戦後秩序構想に関する「十四か条」を発表した17）｡ そこには，即時講和，無

併合・無賠償，民族自決を執拗に主張するボリシェヴィキへの対抗が滲みでていた。確かに，

ウィルソンにとって十四か条の最重要項目は「公海の自由」に表現された自由貿易体制の維持

と拡大であったが，民族自決も，参戦を正当化し自身の理念を戦後秩序に反映させる国際連盟

創設に次ぐ重要な原則であった 18）｡ ただしそれは，民族の国家的分離による帝国の解体を示唆

するものではなく，まして独立を働きかけてくるマサリクも眼中になかった。

　それでも，戦後秩序の正統性を獲得する試みのなか謳われた民族自決がその形式を整えてい

くことになる。もちろん，パリ講和会議で民族自決に固執したウィルソンの役割を過少に評価

17）Dennis Merrill et al. ed., Major Problems in American Foreign Relations Volume II: Since 1914, 
Fifth ed., Houghton Mifflin, 2000, pp. 38‒40.

18）D. Heater, op. cit., pp. 42ff.
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することはできない。ウィルソンも民族自決を戦争目的の一つに据えることによって，二月革

命以後のロシアに対抗し戦後秩序構想を明示できたが，ウィルソンの理念に対抗する戦争目的

を既に失いながら大国の威信と戦後の戦略的境界画定を目論むロイド・ジョージやクレマン

ソーもまた，戦禍の代償として十四か条を無碍にできなかったからである。

３　レーニンと「十月革命」

　ロシアでは二月革命後も挙国一致のもと国民を統合しつつ戦争に邁進する体制が継続するか

に思われた。しかし，レーニンは「四月テーゼ」を掲げて臨時政府打倒を展開，また経済的苦

境を梃子に「パンと平和」を訴え権力奪取に乗りだしていた。また，民族自決権の原則化を唱

えてきたレーニンの自決論は「周辺」でも革命への大義として受けとめられていた。

　一方，トルコ参戦（14年10月末）により戦線の前線に置かれたカフカス諸民族の間では，

グルジア人＝メンシェヴィキ，アゼルバイジャン人＝ムサヴァト（平等），アルメニア人＝ダ

シナクという「民族政党」の構図が出来つつあった。これら三党は二月革命に乗じて「オザコ

ム」（のち「ザカフカス特別委員会」）を組織し，「十月革命」まで「周辺」の主導権を握るこ

とになった。しかし，この民族横断的な組織に自律性はなく，各民族は自己の運命の選択をそ

れぞれに迫られようとしていた。

　十月革命後，ただちに民族自決権をアピールする宣言がボリシェヴィキによって発せられた

（「ロシア諸民族の権利宣言」「平和にかんする布告」）。またボリシェヴィキは，18年３月ブレ

ストリトフスクにて「無併合」「無賠償」「民族自決権」を背に，ヨーロッパ「世界革命」への

展望を抱きつつ革命の擁護と平和を目的に対独単独講和を果たした。

　権力を掌握したボリシェヴィキはカフカスでもその勢力を増しつつあったが，政権掌握には

至っていなかった。11月，オザコムは「ザカフカス人民委員会」に取って代わられ，対トル

コ戦に対処することになった。そこで障害となったのが，トルコ占領地からのロシア軍撤退と

戦争前の国境保持を約束した独ソ講和であった。トルコに対峙し，ロシアからの分離を視野に

収めていなかったカフカス諸民族にとって，軍事的優位にあったロシアの撤退は，自力で大国

の一角に向き合いつつ選択を迫られることを意味した。

　一方，革命の継続と即時講和を同時に模索していたボリシェヴィキには，連合国軍による干

渉とそれにつづく内戦が迫ろうとしていた。しかも，のちのハンガリー・レイテ革命，バイエ

ルンの「ソヴェト共和国」，あるいはイタリアの「工場評議会」を中心とする革命への動きが

萌芽のうちに摘み取られ，「世界革命」の退潮は明らかであった。それゆえに，戦争の前線に

位置する「周辺民族」のロシアからの離反はなおさら革命政権を脅かすのであった。

Ⅲ　「三つの民族自決論」と「一九一九年」

　大戦によって崩れたバランス・オブ・パワーの「回復」と「変革」を企図して開催されたパ

リ講和会議は，国際の平和と連盟創設に主眼を置くウィルソンの戦後秩序構想と敗戦国の処
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遇，植民地をめぐる戦勝国の駆け引きのもとで開催された。同時期に遂行された対ボリシェ

ヴィキ干渉戦争もまた，ウィルソンの民族自決原則に抗いえない論理をパリ講和会議にもたら

した。「民族・植民地問題」に関するウィルソン提案に対する英仏の頑強なまでの抵抗は，そ

れが肝要な課題であることを浮かび上がらせたからである。

１　バウアーと帝国の解体

　17年９月，虜囚生活のなか二月革命を眼前にし，捕虜交換によってウィーンに帰国したバ

ウアーは，即時講和を求め党の右派に対し左派「カール・マルクス団」を結成した。戦争の帰

趨に鑑み帝国解体の可能性を高く見たバウアーは，レンナーら党指導部の戦争協力を批判し，

左翼民族綱領としてレーニンと同様の民族自決権を要求した。

　翌年にかけ帝国の敗戦は不可避となり，連邦化による帝国再編の可能性は，国際環境の変化

とそれに呼応した民族主義の昂揚によって縮小しつつあった。18年３月，社会民主党はバウ

アーの主張に則した新綱領を採択し，スラヴ系民族とオーストリア系ドイツ人の自決権──民

族国家創設の権利を明記した。バウアーは具体的方途として，①内オーストリア，ドイツ・

ベーメン，西シュレジアを核とするドイツ系オーストリアの創設と，②これの，戦後に民主化

されたドイツとの「アンシュルス（合邦）」の可能性を探り始めた 19）｡

　一方，独ソ講和はロシアの戦線離脱と，それに伴う西部戦線でのドイツ軍優位という軍事的

局面に限られなかった。それは連合国をして自ら戦争目的を顕示せざるをえない事態を生み，

同時に，ボリシェヴィキに対する懸念を高めた連合国は社会主義運動の浸透を牽制し抑制する

ための戦略を練っていた。ボリシェヴィキも，参戦国で蔓延しつつあった厭世感に訴えつづけ

連合国への対立を明確化していた。こうした平和攻勢に対し，連合国は反社会主義へ共同歩調

をとりつつ革命の殲滅に乗りだした。

　独ソ講和の影響に連合国の懸念が集中していたとき，マサリクは膠着する西部戦線にチェコ

軍団を送り込む計画を立て，これを機に連合国の支持獲得を試みた。これに対し，軍団を対ボ

リシェヴィキの先兵に据えることを画策した連合国は，軍団をシベリア鉄道経由で送り込むこ

とを決定した 20）｡

　マサリクは軍団に反革命を鼓舞し連合国にチェコの独立を働きかけた。内外の反ボリシェ

ヴィキの先陣を切った軍団の反乱が干渉戦の合図となり，軍団は18年５月末から６月初めに

かけてヴォルガ，ウラル，シベリアで反ボリシェヴィキ政権を樹立させ，軍事的に脆弱なソ

ヴェト軍に対抗した。軍団の反革命運動を注視した連合国は，６月１日軍団を交戦国軍として

承認し干渉の第一列に配した。６月末，パリのチェコ民族会議をフランスが事実上の政府とし

19）アンシュルスについては，上条勇『民族と民族問題の社会思想史』（梓出版社，1994年），204‒222
ページを参照。

20）チェコ軍団の動向については，林忠行『中欧の分裂と統合──マサリクとチェコスロヴァキア建国』
（中公新書，1993年），166‒190ページを参照。
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て承認し，ここにチェコスロヴァキアの民族自決と帝国の存亡が大戦の帰趨に委ねられた。

　大戦が連合国優位に傾斜していく８月半ばから９月初旬にかけ，米英もチェコ民族会議を承

認し，チェコ独立は決定的となった。一方で10月４日にオーストリアは帝国の存続を睨んで

十四か条受諾を発表，16日には民族自治にもとづく帝国の連邦化を認めた。しかしその二週

間後，アメリカはオーストリアの解体を正式に是認し，同時にチェコの独立がマサリクによっ

てアメリカで宣言された。11月３日，オーストリアが休戦条約に調印したとき，チェコの独

立は既成事実化していた。チェコとスロヴァキアの両民族が連合国側に引き寄せられることに

よって，またボリシェヴィキ政権を直接利用することによって，独立が保障された事実を辛う

じて正当化しえたのは，ウィルソンが表明した「民族自決」であったのかもしれない。

２　ウィルソンとパリ講和会議

　18年11月，ドイツ新政府が休戦協定に署名し大戦は終結をみた。大戦の終結はそれをもた

らした諸問題の解決ではなく，四帝国の崩壊によって加えられた新たな問題の一つに民族自決

があった。戦争の行方を左右し，パリ会議で肝要な役割を担うアメリカはヨーロッパへ関与す

る機会を得ていた。しかし，ウィルソンが強調し講和を律するはずの民族自決の曖昧さは，戦

勝国を含めた民族的主張を昂らせることになった。その曖昧さは，講和会議の交渉を通じて大

国の思惑を反映していくことになる。

　会議に先立って交渉していた「四人委員会 (the Big Four)」で集中した議論は，ドイツの賠

償問題，新国家承認と領土問題（とくに独仏間のラインラント，ザール，ダンツィヒ，イタリ

アの主張するチロルとフィウメ），日中問題，国際連盟創設であった 21）｡ 領土問題──境界画定

こそはウィルソンの「自決論」適用の核心であった。なかでも独仏境界をめぐり，安全保障の

確保を主張するフランスの執拗さはこれを主題に押し上げ，ウィルソンは民族自決を主張しつ

つも戦勝国の主張に耳を傾けていった。

　翌年1月に正式開催されたパリ会議の大枠は休戦協定以来すでに決定されていたが，会議に

臨む各国の思惑を反映して対立点が表出していた。交渉の基盤を十四か条に据えたウィルソン

に対し，とくにフランスは十四か条が具体性に乏しいことを，イギリスも十四か条の「植民地

の主張に対する自由で開かれた公明正大な調整 (adjustment)」を敵国植民地への言及であると

して不満を表明していた。確かに，十四か条自体が各国間での恣意的解釈を許容する曖昧さを

具えていた22）｡

　それでもウィルソンは，フランスの領域的野心を牽制するかたちで「ドイツ人の民族自決」

を主張した。ここでの焦点は，ドイツ系住民が多数を占め，石炭の宝庫であるザールであった。

その領有を主張するクレマンソーに対し，自決原則に沿った境界を主張するウィルソンはこれ

21）D. Heater, op. cit., pp. 32‒36, 42.
22）A. Sharp, op. cit., pp. 22, 132; D. Heater, op. cit., pp. 54‒55.
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に異議を唱えた。しかし，ザールは住民投票の実施を条件に特別行政区としてフランスに15

年間にわたる鉱山の採掘権が許された。また，ポーランドとドイツの国境をめぐっても妥協が

成立した。海洋へのアクセスを保障するとした（十四か条の13番目）がゆえに，ドイツ人の

ポーランドへの編入を認めざるをえなかった。ウィルソンによる「ドイツ人の民族自決」はド

イツ領の切取りと，民族自決によって成立した新興国家へのドイツ人の編入であった 23）｡

３　レーニンと「周辺」の自決

　パリ講和会議を尻目に，内外の反革命包囲網にあったボリシェヴィキはロシア「周辺」への

革命の波及に腐心していた。これら二つは革命政権にとってゼロ＝サム的な意味をもってい

た。干渉の排除と内戦の終結が革命の波及を意味し，政権の生存に直結していたからである。

ここでレーニンは，革命の擁護に諸民族の自決権行使を従属させる戦術をとった。レーニン

は，フィンランドの独立承認（17年12月）に続き，リトアニア（18年３月），エストニア（４

月），ポーランドおよびラトヴィア（11月）の独立宣言を民族自決権の行使として承認してい

た。しかし，ボリシェヴィキの展望する革命の退潮は戦術の転換を迫ることになった。

　それでもボリシェヴィキは「周辺」へ浸透してゆくが，それは，反ボリシェヴィキを含めカ

フカス諸民族が帝国の版図に変更を迫る独立を企図せず，連邦化を展望していたためでもあっ

た。とくに干渉戦・内戦が激しくトルコと対立していたアルメニアは，両者のはざまにあっ

て，一方に与するほか，「民族」としての存立さえ危ぶまれるのであった。

　十月革命後のトルコ戦線で事実上の統一政府の役割を担った「ザカフカス人民委員会」は

17年11月トルコと休戦協定を結んでいた。汎トルコ主義を掲げるエンヴェル・パシャは三民

族にロシア離脱を誘いかけるが，委員会がこれを拒否したことによってトルコは再び戦端を開

き，再度の休戦が望まれていたときに独ソ講和が締結されたのであった。

　ロシア軍撤退とカフカス占領区をトルコに返還する独ソ講和は，カフカス諸民族にとってボ

リシェヴィキが背を向けたことを窺わせ，その後も干渉戦のなかボリシェヴィキがカフカス諸

民族に助力することも不可能であった。こうして孤立した諸民族は，それぞれにトルコに対処

せざるをえなくなった。

　まず，ロシアからの離脱とトルコとの単独講和を主張するアゼルバイジャンにグルジアが同

意し，18年４月「ザカフカス連合」の分離独立とトルコとの講和が成立した。５月に「連合」

がトルコとの交渉に臨んだが（バツーミ会議），トルコは対ソ講和の条件を越えてさらに領土

を要求，これに危機感を覚えたのは地理的に直接対峙していたアルメニアであった。グルジア

とアゼルバイジャンは，会議に同席したドイツを後盾にそれぞれ単独で独立を宣言し，残され

たアルメニアもトルコの脅威を前に独立宣言を余儀なくされた。それにつづくトルコとの休戦

23）A. Sharp, op. cit., p. 127.
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協定は屈辱的なものであった 24）｡ 一方のボリシェヴィキはこれを認めず，革命政権樹立を窺う

のであった。

　しかし，トルコとドイツの敗戦が濃厚となるなか，ボリシェヴィキの拠点バクーにはイギリ

ス干渉軍が加わり，トルコ軍もアゼルバイジャンと結び，繰り込んでいった。辛うじてアルメ

ニア人にとっての希望は，ウィルソン提案によるトルコ領での「自治」であり，トルコ敗戦を

まってのセーヴル条約であった。

Ⅳ　「三つの民族自決論」とそれぞれの戦後

　ヴェルサイユ条約において，民族自決原則の適用は戦争目的に喧伝されたほど中心的課題で

はなく，ヨーロッパに限ってさえ戦後秩序の全容を整えるものではなかった。解体したオース

トリアの版図では継承国家間で紛争状態がつづき，明確な戦後秩序のヴィジョンすら描かれて

いなかった証しとなった。そしてウィルソンが試みた植民地の自決問題や，革命をめぐって利

害をもつ各国が角逐するロシア「周辺」の自決も，大国の思惑のなかで「解決」が図られるの

であった。

１　バウアーとアンシュルス

　革命を経て社会民主党を核とする連立政権から始動した戦後のオーストリアは，チェコスロ

ヴァキア，ハンガリー，ユーゴスラヴィアの独立によって窮地に追い込まれた。帝国解体に伴

う危急の課題は食糧・資源の供給であり，ハンガリー，ベーメン，ガリツィア，オーヴァー・

シュレジアとの境界分断によってそれらは急減し自給を望めない事態となった。さらに新生３

国との境界問題が残されていた。チェコは旧ドイツ領のベーメンとズデーテンのドイツ人を併

呑し，19年４月から５月にかけケルンテルンではユーゴ軍が攻勢をかけ，イタリアとは南チ

ロルの領有を争っていた。

　この状況下，オーストリアは民族自決権の行使としてドイツとのアンシュルスを模索し始め

た 25）｡ ドイツ人国家として性格づけられるオーストリアにとって，それは苦境を脱する有効な

選択肢と捉えられた。戦後，外相に就任したバウアーの課題はこれら食糧・資源の供給と国境

紛争の解決であったが，その一貫として，また社会主義オーストリアに思いを馳せながら，自

身の役割をアンシュルスの実現にみていた。

　オーストリアを援助する立場にあったウィルソンにとって，アンシュルスは経済的苦境から

来る一時的なものと映り関心の低い問題であった。イギリスもオーストリアの決定に委ねる傍

観の姿勢にあった。米英はアンシュルスに理解を示したともいえるが，「大ドイツ」を懸念す

るフランスは徹底して異議を唱えた。フランスにとって，より強力なチェコとポーランドの形

24）藤野幸雄『アルメニアの悲劇』（新潮社，1991年），148‒151ページ。
25）A. Sharp, op. cit., pp. 151f.
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成が，対ボリシェヴィキの緩衝であり，対独安全保障の要であった 26）｡

　連合国は５月の対独講和の草案作成段階でアンシュルス禁止条項を設けていた。６月に入

り，サン・ジェルマンでドイツ系オーストリア代表団は条約草案を提示された。そこでは，ド

イツ・ベーメン，ズデーデン，南チロル，ケルンテルンの一部など，チェコ，ユーゴ，イタリ

アへの割譲など厳しい条件が課されていた。こうした領土の切取りは，400万人以上のドイツ

系オーストリア人の「民族自決権」の剥奪を意味した。草案を前にしたバウアーのなかでアン

シュルスの意義はますます高まっていた。しかし，南チロルをめぐるイタリアとの交渉でアン

シュルス支持を取りつける試みは頓挫し，アンシュルスを望めないままバウアーは辞意を固め

た。

　７月，ハンガリー革命に対しオーストリアを自陣営に繋ぎ止めておきたい連合国は，オース

トリアの処遇を改善した条約案を代表団に提出した。バウアーは，外交における米仏への接近

を確認したのち辞表を提出した。戦勝国への外交ポジションの転換によって，９月に提示され

た条約の最終テキストは，オーストリアにとって改善されてはいたが，アンシュルスは禁止さ

れ，加えて国名から「ドイツ系」が削除された。

　サン・ジェルマン条約調印とともに，民族自決権の行使を主張したアンシュルスは臨終をみ

た。オーストリアは「残滓国家」としてのみ生き残ることが許されたのであった。それは，バ

ウアーの民族理論──民族自治論とその後の民族自決論がともに否定されることを意味した。

チェコと対照的に，大戦で謳われた民族自決はバウアーに与することなく，戦勝国に規定され

た民族自決がオーストリアの自決をあがなったのである。

２　ウィルソンとパリ会議以後

　ヴェルサイユ条約にドイツ問題の「解決」をみた連合国にとって，ドイツの植民地清算と自

国植民地の利権を除き，民族自決にもとづく植民地の処理はプライオリティの高いものではな

かった。焦点はあくまでドイツの植民地であり，ウィルソンの「自由かつ公明正大な植民地の

調整」に齟齬を来すとしてドイツ側は一方的決定に抗議したが，英仏など戦勝国の植民地処遇

については当事国が予定すらしていなかった。

　またウィルソンは，独立を約束されていた中東住民の「後進性」に鑑みて，また講和条約に

おける住民投票やマイノリティの保護規定と並んで，民族自決原則の適用の不充分さを補う点

から委任統治システムを提案した。ウィルソンにとって委任統治は理念的にも民族自決と矛盾

するものではなく，むしろ戦勝国の植民地拡大を防ぎ，かつ国際連盟の権限を強化するもので

あった 27）｡

　一方，旧敵国の植民地に関する委任統治の概略はプリンキポの会議で明らかとなった。ロイ

26）D. Heater, op. cit., pp. 59, 67.
27）Ibid., pp. 63, 90‒92.



民族自決論と戦後秩序

37─　　─

ド・ジョージが連盟のスポークスマンに任命したＪ・スマッツとＲ・セシルのプランがその基

礎となった。これは，すべての植民地を対象に考えていたウィルソンの構想と異なり，旧敵国

を対象とし，「自己統治できないばかりか，ヨーロッパ的な意味で自決の概念を適用すること

もできない」28）太平洋やアフリカのドイツ植民地は除外された。ウィルソンによれば，スマッ

ツ・プランの目的は「たんに戦利品を分配すること」29）であった。

　しかし，ウィルソンはロイド・ジョージの調停を受け入れ，スマッツ・プランを土台にその

処理が具体化された。戦勝国の植民地維持を想定した委任統治は連合国各国の受諾を得ること

になった。不徹底に終わった自決原則の適用とその欠陥の是正は創設予定の国際連盟に委ねら

れた。しかし，自決原則を掲げて臨んだヴェルサイユ条約と連盟規約をウィルソンが「不可分

の全体」と捉えていたにもかかわらず，規約（第22条）には民族自決の項目も自決への具体

的展望も記されることはなかった。

　他方，トルコの解体に伴う秩序再編の議論でも民族自決は鍵となった。しかし，セーヴル条

約を起草したロンドン会議（20年２月～４月）でトルコの処遇をめぐって連合国の思惑が錯

綜するなか，ウィルソンの影響力は彼がドイツ問題と連盟創設に力を傾注するなか低下を免れ

なかった。８月に調印されたセーヴル条約は，アルメニアの独立を保障し国境問題をアメリカ

に一任していたが，トルコではケマル率いる「国民協定 (National Pact)」が民族自決にもと

づく世俗の主権国家を要求した。連合国にとって小さな存在にすぎなかったケマルの立場は，

それぞれの主張を摺り合わせている間に無視しえなくなっていた。ケマルはアンカラに新議会

を開設し，「大国民議会」が21年１月に国家の代表機関であること，ケマル大統領の就任を宣

言した。

　これによってセーヴル条約は失効し，アルメニア国家の創設計画も放棄された。新たな講和

へ向けた交渉がスイスで開かれ（22年11月～翌７月），ローザンヌ条約調印の運びとなった。

ここに小アジアをめぐる戦後秩序の枠組が整い，アルメニアは新たな選択を「自ら」迫られる

ことになった 30）｡

３　レーニンと「周辺」の革命

　独ソ講和と干渉戦，ドイツおよびトルコと結んだグルジア =アゼルバイジャンの「ザカフ

カス連合」離脱によって，自決の可能性を狭められていたアルメニア人は，委任統治を示唆す

るウィルソンの声明に頼らざるをえなかった。独立を前提にアルメニア人に残された選択は委

任統治国の庇護下に入ることぐらいであった。アメリカにアルメニアの命運に影響力を及ぼす

必然的事由はなかったが，カフカスからの占領撤退を明言していたイギリスの意を受け，ウィ

28）Ibid., pp. 93‒94.
29）Cited in ibid., p. 91.
30）A. Sharp, op. cit., pp. 169‒174.
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ルソンはアルメニアに調査団を送り込んだ。しかし頼りのアメリカでは，世論が対外干渉に否

定的で，調査団の報告がコストを懸念したため，20年６月に上院がアルメニアの委任統治を

否決した 31）｡

　他方，アルメニアではボリシェヴィキの加勢がつづき，しかし干渉戦にあって対トルコ戦に

注ぐ力を欠くボリシェヴィキにとって，連合国への対抗の観点から，ケマルの存在は疎ましい

ものではなかった。むしろ両者の距離は接近しつつあった。しかし，ボリシェヴィキは，20

年４月にアゼルバイジャンで政権を獲得すると，軍をアルメニアに進め内乱状態に陥れた。ア

ルメニアは米英の後楯をもはや期待できないとしてボリシェヴィキとの交渉に臨み，セーヴル

条約調印と同日にソヴェトとの間に休戦協定を結んだ。

　トルコの進軍も間断なくつづいていたが，アルメニアの権力もボリシェヴィキへと移行しつ

つあった。赤軍による攻勢のなか，共和国政府は敵対するトルコにさえ助力を求めたがアンカ

ラはこれを無視した。21年２月，ボリシェヴィキが権力を掌握すると，アルメニア人を欠い

たなかソヴェトとトルコの間に協定が結ばれた。「周辺」の社会主義革命は大国間のはざまで

こそ成就されたのであった。

　一方，革命後のボリシェヴィキにとって，ドイツを中心とするヨーロッパ「世界革命」が革

命を意義づける前提になっていた。それゆえに，レーニンは自己の民族自決論（反連邦主義）

を反故にして連邦形成（22年12月）を「世界革命」への戦術として容認することになった。

23年10月のドイツ革命の頓挫は西欧への革命の波及の展望を一時的に失わせる転機となった

が，戦略的展望は失われていなかった。

　他方，セーヴルからローザンヌへの転回は，トルコの「解放」を背景に，第一に大国の思惑

のなかで「周辺民族」が翻弄された経緯を示し，このなかで革命政権が樹立されたことを意味

した。それゆえ，レーニンの民族自決論は革命擁護のため「戦術的に」利用されたといわれる

が，それは連邦形成後のソヴェト体制の民族政策とともに検討されなければならないであろ

う。確かに，レーニンにおいて革命を推進するためにこそ民族自決権が要求されたのだが，そ

の自決権がないがしろにされていくのは，大戦の帰趨と大戦後の党＝国家体制の確立において

であったからである。

おわりに

　国際政治における民族自決原則の確立は，それが，大戦の長期化するなか戦争目的として

「正統性」を獲得しえたからであった。アメリカ参戦とボリシェヴィキ革命は，民族自決を国

際舞台へ押し立てる動因であった。ともに，20世紀の「アイデアリズム」を萌芽させ，それ

ゆえに「リアリズム」を鍛えていった。ウィルソンは20世紀アメリカの国際主義を表現し，

31）藤野，前掲書，168‒170ページ。
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レーニンの国際主義はイデオロギー対立を昂進させていった。両者による「新外交」の展開

は，“付随的” でありつつも大戦の帰趨と戦後の秩序構築のなかで問われる民族自決に関わっ

ていた。

　戦後秩序の主役を演じたのはウィルソンであったが，しかしその「民族自決」による境界画

定は，国際連盟を設立する目的に従属するものであった。ウィルソンが民族自決原則を確立し

えたのは大戦ただなかの権力政治であり，実に「アイデアリズム」の敗北が胚胎されていた。

また民族自決の “歪み” の先送りは，バウアーの民族論を「沈殿」させていくことでもあっ

た。

　それでも，戦争目的とされた民族自決は，挙国一致のもと民族主義と民主主義の結合を国際

政治のなかで促し，帝国が自壊するナショナリズムを内在化させていく過程でもあった（「帝

国のナショナリズム」としての「国家の社会化」）32）。そして，「帝国のナショナリズム」は帝国

的秩序解体の端緒でもあった。それを後支えしたのが社会主義の体制化であり覚醒していく民

族運動であった。

　大戦期の舞台で三者が民族自決論を展開しえたのは，それが「帝国の時代」の大戦であった

がゆえであった。あらためて，戦後秩序構想の主役はウィルソンであったが，それは，対抗す

る社会主義体制が民族自決権の擁護を “土台” にしていたからでもあった。ブレストリトフス

ク以後の「勝者」にとって──とりわけウィルソンにとって，民族自決が，戦争目的と戦後秩

序の正統性に関わるがゆえに切実であらざるを得なかった所以である。

　戦後秩序としての境界画定が問い直されつづけるのは，その決定過程に再検討の余地がつね

に残されざるをえないためである。「新旧」問わず戦後外交の初発から排除された「周辺民族」

と「敗者」の自決問題がそれである。

32）Edward H. Carr, Nationalism and After, Macmillan, 1968, pp. 18‒19.
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21世紀初頭の日本における太平洋戦争前史の研究状況展望

義　井　　　博

１　はじめに：政治史学からの展望

　今からほぼ65年前に開始された米英蘭戦争としての太平洋戦争が近代日本の発展にとって

最大の試練となったことに疑いはない。すでに21世紀に入っているこの時期に戦争の研究発

達史を回顧整理しておくことは，今後起りうる日本の針路決定の選択に当り教訓や示唆を得ら

れるであろうと考える。本稿は，この機会に筆者の現段階の考えをまとめておくための覚え書

きである。

２　東京裁判と太平洋戦争前史研究

　近代歴史学はその出来事の発生した時期と同じ時期の決定責任者の発言や証言の記録を活用

して事実関係を確定する作業を進めることを学問性保証の第一歩とする。そこでその条件を満

たす第一次資料の公開が必須の前提となる。とりわけ宮廷勢力関与の解明には，「雲の上」の

人びとの同時期の証言記録が不可欠であるが，これらはほとんど一般国民には公開されておら

ず 1），その解明は不可能であった。

　旧敵国の戦勝国が敗戦国日本の指導者を裁いた東京裁判は第二次世界大戦終結直後に開かれ

た。占領下日本の当時生存していた政治家，軍人の当事者に出廷を下命し，開廷された東京裁

判では極めて迅速に諸資料が集められ，閉廷後その諸資料が公刊された 2）ので，昭和戦前史の

政治史，外交史，軍事史の研究が迅速に進み，その研究成果が発表された3）。そこではドイツ

史学でいうところの「国家理性」Staatsräson に従い悪戦苦闘した人びとの足跡をたどること

になる。

３　東京裁判閉廷以後の新発掘資料に拠る研究成果

　裁判閉廷後，同上裁判で使用された諸資料の公開により太平洋戦争開戦史解明の研究成果は

著しく進んだが，閉廷後さらに発掘された新資料も公開され，ほぼ３つの研究グループの示し

１）原田熊男述『西園寺公と政局』全９巻　岩波書店　1950～56（昭和25～31）年刊。
  『木戸幸一日記』全２巻　東京大学出版会　1966（昭和41）年。
２）『極東国際軍事裁判所速記録』全10巻　雄松堂書房　1968（昭和43）年。
３）国際政治学会編『太平洋戦争への道』全７巻・別巻（資料編）　朝日新聞社　1963（昭和38）年。
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た研究成果が見出される。その第一はＡ陸軍関係者の成果，Ｂ海軍関係者のそれ，Ｃアメリカ

外交史研究者のそれ，以上の３つである。Ａグループでは杉山元参謀総長の諸記録が公開さ

れ 4）陸軍側最高指導部の開戦決定への経緯を正確に跡づけることが可能となり，膨大な戦史叢

書の刊行準備を進めていた防衛庁戦史室の作業が著しくはかどったことである 5）。また東条英

機大将の実像再建論の提起書も刊行された。編者は同大将の孫娘の方のようである 6）。Ｂ 海軍

関係の研究成果も注目すべきである。その頃まで海軍中堅層にも陸軍の対米強硬派と気脈を通

じていた勢力の存在が資料的にも明らかにされたことである 7）。また日本軍事史学会会長のポ

ストにいた海軍の正規・兵科将校出身者で戦後防衛大学校教授や戦史部第二研究室長のポスト

に就いていた野村実さんは，短期間に海軍史の単著や編著を多数刊行された。筆者は野村さん

の歴史記述者としての秀でた資質が簡潔に示されている1941年当時の海軍首脳部の対米英開

戦決定の経緯を叙述した小論を何度も拝読し多くの示唆を得ており，珠玉の一編と重視してい

る 8）。その野村実さんにも天は非情で，すでに昇天されたのは数年前のこととなった。

　第３のＣアメリカ外交史研究者の研究成果を概観すると，1941年の日米交渉決裂経緯の問

題点を戦後いち早くアカデミズムの重大問題のひとつとして諸論文や大著を発表されたのは名

古屋大学の福田茂夫教授だったが 9），同教授の研究の重心がその後はアメリカの対外政策全般

に移されたため，最近は京都産業大学の須藤眞志教授の一連の研究成果が注目される 10）。須藤

さんの研究は母校の慶応義塾大学のアメリカ外交史研究グループとアメリカ留学研究の成果と

お察ししている。

４　おわりに：現段階の研究状況

　20世紀末21世紀初頭の日本読書界では話題の波紋が拡がっていた。『昭和天皇独白録』が刊

行されたことによる。これは1990（平成２）年12月号の雑誌『文芸春秋』誌上に全文発表さ

４）防衛庁戦史室『大本営陸軍部〈1〉』戦史叢書　朝雲新聞社　1967（昭和42）年。
５）参謀本部編『杉山メモ』上下２巻　原書房　1967（昭和42）年。
６）東条由布子編『大東亜戦争の真実──東条英機宣誓供述書』ワック㈱　2005（平成17）年。
７）半藤一利『ドキュメント太平洋戦争への道』PHP文庫　1999（平成10）年　162頁以下。
  保阪正康『あの戦争は何だったのか』新潮新書　2005（平成17）年　88頁以下。
８）伊藤隆・沢本倫生・野村実「沢本頼雄海軍次官日記──日米開戦前夜」（新資料）『中央公論』1988

（昭和63）年１月号所収。
  野村実「海軍の太平洋戦争開戦決意」三田史学会『史学』56巻４号　1987（昭和62）年２月刊。
９）福田茂夫「アメリカの対日参戦（一九四一）」日本国際政治学会編『太平洋戦争への道　開戦外交史
《新装版》７　日米開戦』朝日新聞社　1987（昭和62）年〔旧版は1963（昭和38）年刊〕所収。
　同上『アメリカの対日参戦』ミネルヴァ書房　1967（昭和42）年。
10）須藤眞志『日米開戦外交の研究』慶応大学出版会　1986（昭和61）年。
  同上『ハル・ノートを書いた男』文春新書　1999（平成10）年。
  同上『真珠湾〈奇襲〉論争』講談社選書メチエ　2004（平成16）年。
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れ，1995（平成７）年には解説などをつけた文春文庫として出版されたが11）この機会に戦前，

戦後の長い治世であった昭和時代の全体を展望してみたいという日本国民の要望に応えて，

1930（昭和５）年生まれ，東大文学部国文学科卒で長期間文芸春秋社勤務の作家の半藤一利さ

んが長年あたためてきた原稿を基礎とする昭和史全般に亘る二巻本の大作 12）を発表された。ま

た立憲君主制国家日本の元首昭和天皇論も，いろいろ発刊されたが，これらの諸研究の成果の

中でもとりわけ私には統帥権独立という戦前日本史の基本的特徴を切り口として戦前昭和史の

解明をわかり易く記述した２つの文庫版と新書版が簡潔な叙述であり愛読している。刊行順に

まず瀬島龍三さんの作品 13）は陸軍関係者の作品であるが，その主張は明治維新の変革と日清・

日露戦争の困難突破の重大試練から説き起こし，第一次世界大戦後もなおアングロ・サクソン

勢力の世界秩序にたいする新興国家日本の台頭を分不相応の挑戦としてその阻止を計った経緯

を述べたもので，昭和ひとけた代生まれの筆者にも昭和小国民時代にどこからともなく耳にし

た論理であるが，瀬島さんはこの見方をアメリカのハーバード大学に集まった国際関係研究者

の前で，1972（昭和47）年に特別講演をした。その英文テキストを関係者が苦心して日本文

の文庫本として読書界に提供したという小冊子である。したがって日本近代史や昭和初期の日

本国情の予備知識の乏しいアメリカ人相手の講演のため昭和戦前史の経験のない今日の日本の

若者にも理解できる平易な文体の作品である。瀬島さんは正規陸軍将校養成機関の中枢コース

の幼年学校，士官学校，大学校を順調に経て1941（昭和16）年には大本営陸軍部所属の参謀

将校，1941（昭和16）年の太平洋戦争開戦決定の会議に出席したという貴重な経歴の現在数

少ない生存者，その歴史記述は公平，客観的で当時のライバル海軍首脳の主張に対しても最大

の理解を示し，同じ苦渋の決断であったと冷静に公平な眼差しを向けている。

　同じころ刊行されたいまひとつの作品，秦郁彦教授の新書本がある 14）。秦さんは山口県出身，

昭和７年生まれの軍歴なき新制東京大学法学部卒の若手歴史学者，若き日，東大法学部のアカ

デミックな学風の中で歴史記述者への道にはいり，日本近現代史の重要テーマについての単独

研究書を，同世代の人びとの中ではずば抜けて多数を刊行，さらに基礎史料として主要陸海軍

軍人の経歴をまとめた大作をすでに刊行され 15），同学の者にも多大の便益を与えてこられた研

究者で，本書の出版の前には戦前戦後を通し大きな影響力を及ぼした旧制高校の教育論 16）につ

いても適切な提言をしておられるという極めてレパートリーの広い研究者である。その秦さん

の戦前日本で勢力を張っていた基礎構造を明治憲法発布過程の明治日本にまでさかのぼって究

11）『昭和天皇独白録』文春文庫　1995（平成7）年。
12）半藤一利『昭和史』上下２巻　平凡社　2004/2006（平成16/18）年。
13）瀬島龍三『大東亜戦争の実相』PHP研究所　1998（平成10）年。
14）秦郁彦『統帥権と帝国陸海軍の時代』平凡社新書　2006（平成18）年。
15）日本近代史研究会編『日本陸海軍の制度・組織・人事』東京大学出版会　1971（昭和46）年。
16）秦郁彦『旧制高校物語』文春新書　2003（平成15）年。
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明したこの新書本は軍歴のない世代でも瀬島さんの研究に勝るとも劣らぬ出来映えと敬服して

おり，同時に，これは日本現代史研究者の世代交代を明白に示す記念すべき作品とも考えてい

る。そのほかいま１点付け加えれば，『米英東亜侵略史』で知られる大川周明の歴史観再検討

を促がす問題提起の書が刊行されたことも注目される 17）。けれども大川周明の思想については

最近公開された東京裁判研究グループの発掘した新資料からも検討し，広い視野からの公平な

評価が必要であろうと考えている 18）。

　稿を閉じようとしていた時，たまたま渡部昇一上智大学名誉教授の力のこもった最新の大作

を入手した 19）。この作品は東條英機大将の東京裁判に提出した宣誓供述書を綿密に検討した結

果 , 太平洋戦争開戦に最高の責任をもっているはずの東條大将の開戦決定の動機が日本民族の

自存自衛の一点にあったことを東京裁判の法廷で堂々と証言したことを物語る資料であり , そ

の主張を当時裁判判決の法源というべき存在のマッカーサー元帥自身が閉廷，帰国後開かれた

アメリカ上院軍事外交合同委員会で紹介したという事実を指摘している。本書はその他の点に

ついても種々教示を受ける指摘が多々見受けられ，今後の東條英機研究への出発点としての重

要な作品になると確信している。

〔追記〕本稿の作製にさいして，引用文献のデータの正確を期すため，防衛研究所戦史部第一研究室室長
庄司潤一郎氏に調査をお願いしたところ，ご多用中にもかかわらず，快諾ご協力を得ました。そこで庄
司さんのお名前を特記させていただき，心よりお礼を申し上げます。

17）佐藤優『日米開戦の真実　大川周明著　米英東亜侵略史　を読み解く』小学館　2006（平成18）年。
18）粟屋憲太郎ほか編『東京裁判資料：木戸幸一尋問調書』岡田信弘訳　大月書店　1987（昭和62）年。
19）渡部昇一『東條英機：歴史の証言──東京裁判宣誓供述書を読みとく』祥伝社　2006（平成18）年。
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NSC68の現代史的意義
──ブッシュ・ドクトリンの先例──

加　藤　正　男

１　問題の所在

　2001年に誕生したブッシュ政権の軍事第一主義に基づくユニラテラリズム（単独行動主義）

の論理は，かつてトルーマン政権時に策定された政策文書NSC68 (1950.4) の論理を想起させ

るものであった。NSC68では，アメリカの国際政治・経済における統制力の低下の主たる要

因を軍事的信頼感の低下におき，アメリカの軍事力を中核としたパワーの強化によって信頼感

を回復し，アメリカの意思を貫徹すなわちアメリカの国際政治・経済における統制力の維持を

はかることであった。それを実現させるには軍事予算の大幅な増大が必要であると主張し

た 1）。そして，通説に従えば，NSC68作成の動機としての最大の要因をソ連の脅威に求め，そ

の結果，中国の脅威が軽視，無視されていた。また，NSC68で打ち出された論理が政策とし

て実行される契機となった出来事を朝鮮戦争に求めた 2）。それは，ブッシュ政権のユニラテラ

リズムの論理が政策として実行される契機となった出来事を「9.11事件」に求めるという通説

と同じ立場である。しかし，筆者の立場は，ブッシュ政権のユニラテラリズムの論理は，すで

に「9.11事件」以前からブッシュ政権内で検討されており，「9.11事件」がユニラテラリズム

の論理に基づく政策実行を加速させた，と考える。同様に，NSC68の論理は朝鮮戦争勃発以

前から，すでにトルーマン政権内で検討され，朝鮮戦争はその論理に基づく政策の実行を加速

させたものとみる。

　そこで，本稿の目的は，まずブッシュ・ドクトリンの先例として位置づけられるNSC68の

再検討をこころみ，インドシナ革命が第二次世界大戦後初の包括的・体系的な政策文書として

位置づけられるNSC68を作成，策定させた動因の一つとなったものと考え，その過程を明確

にすることにある。そのことは，ブッシュ政権の外交を理解するうえに一つのファクターを提

供するものと考えられるからである。ついでブッシュ・ドクトリンについて，NSC68も含め

１）Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis (ed.), Containment; Documents on American Policy 
and Strategy, 1945‒1950, Columbia University Press, 1978, p. 427.

２）代表的なものとしては，John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal 
American National Security Policy during the Cold War, Revised and Expanded Edition, Oxford 
University Press, 2005.
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過去のアメリカ合衆国の外交史との類似性・相違性についての考察を試みる。そのことは

「ブッシュ外交例外論・特異論」の否定につながる。

２　ソ連脅威優位論

　1949年アメリカは，ソ連の原爆保有（1949年９月23日公表）による〈原爆独占の喪失〉お

よび中華人民共和国の樹立宣言（1949年10月１日）による〈中国の喪失〉という二つの喪失

に直面した。その結果，トルーマン政権は，中国革命への対応として新たなアジア政策構想の

策定のみならず，ソ連の原爆保有への対応策を含む包括的な世界政策構想をも策定せざるをえ

なかった。

　アメリカは，まずアジア政策の再検討に着手した。アジア政策をめぐっては，〈中国革命〉

にどう対処するかということで，トルーマン政権内で論争があった。国務省は，〈中ソ可分論〉

に基づいて〈中国チトー化〉を展望しつつ，したがって中国脅威論には低い評価を与えてい

た。さらに，中国共産党と中国国民党との内戦には干渉せず共産中国との対決は回避し，台湾

不介入の立場をとった。また共産主義の膨脹が中国から東南アジアへの拡大を阻止するという

地としてインドシナに注目した。一方，国防・軍部は，〈中ソ不可分論〉に基づいて，共産中

国をソ連の衛星国としてとらえる一方で，アジアではソ連脅威論と同様に，あるいはソ連以上

に共産中国脅威論を展開した 3）。そして共産主義の膨脹を阻止する地として，インドシナ以上

に台湾を重視した。しかも，軍部の一部には，共産中国の侵略には台湾で〈封じ込める〉以上

に，武力で訴えても台湾を防衛，反撃を加えるというより積極的な〈攻勢〉を主張していた。

12月27日トルーマン大統領が台湾への軍事的不介入政策を表明したことにより，台湾問題を

めぐる政権内部の対立は，国務省路線を採用することで一応の決着をみた。しかし，依然とし

て政権内部にはマッカーサーなど軍部が台湾重視を主張していた。

　国務省の路線は，1949年12月国家安全保障会議（National Security Council: NSC）に提出

された，中国革命後のアジア政策の政策文書として位置づけられる一連のNSC48文書にも反

映された 4）。NSC48は全体としては，ソ連をアジアにおける主要な脅威とみなし，ソ連および

その指導をうけた共産主義を「阻止，減少させ」(NSC48/1)，「最終的には排除させる」
(NSC48/2) という表現が随所にみうけられ，このことは対ソ〈封じ込め戦略〉(containment)

以上により積極的な対ソ戦略，すなわち対ソ〈巻き返し戦略〉(rollback) に貫ぬかれているこ

とを意味した。したがってアメリカは，共産主義による国外からの侵略あるいは国内の破壊活

動への対抗手段を，十分な軍事力の発展においた (NSC48/2)。さらにNSC48/2では，〈中ソ可

分論〉の立場から〈中国チトー化〉論に基づく台湾問題への不介入を主張した。ついで，同文

３）拙稿「インドシナ革命とNSC68」愛知大学国際問題研究所『紀要』第82号，1986年を参照。
４）Etzold and Gaddis (ed.), op. cit., pp. 252‒276.
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書は，ヨーロッパ第一主義の立場から〈不後退防衛戦略〉(defensive perimeter) 論が考えら

れた。この戦略に該当する地域は「日本・沖縄・フィリピンというアジアの沿岸諸島の連鎖」

がこれにあたり，台湾・韓国は除外された。「この沿岸諸島の連鎖は，アメリカの戦略的防衛

の第一線をしめすとともに，アメリカが大規模な兵力を投入することなしに展開可能なあらゆ

る手段を使って，共産主義者の支配地域減少をめざす攻勢のための第一線でもある」と位置づ

けられた。このことは，これら諸国を拠点としてソ連を中心とする共産主義勢力への攻勢，す

なわち〈巻き返し〉を図ることにあった。ついで日本をアジアにおけるソ連の影響力へのカウ

ンター・バランス（対抗力）として位置づけ，日本と東南アジアとを経済的にむすびつけた。

東南アジアに関しては，NSC48/1では「クレムリンによって指導される共同の侵略行動のひ

とつの目標」の地域であると指摘，「中国における共産主義権力の拡大は，われわれにとって

重大な政治的敗北をもたらす。もし東南アジアがさらに共産主義によって一掃されたならば，

われわれは，重大な政治的滑走を忍ばねばならないが，そのはね返りは，世界の他の部分にわ

たり，とくに中近東において，またそのきわどく危険にさらされるオーストラリアにおいて

も，感じられるであろう」というドミノ理論を展開した。さらにNSC48/2では，「特別な注意

が向けられるべきはインドシナである」と明示してインドシナへの軍事援助政策を固め，東南

アジアの焦点はインドシナであることが明確となった。アメリカは，共産主義の中国からイン

ドシナ・東南アジアへの拡大を断固阻止する決意を示したのであった。

　1950年に入り，トルーマン政権はNSC48に基づいた包括的なアジア政策を発表した。１月

５日，トルーマン大統領は公式に台湾不介入声明を発表した。ついでアチソン国務長官はナ

ショナル・プレス・クラブ演説において，①長期的展望にたった中ソ離間戦略に基づく〈中国

チトー化〉論を展開して共産中国との対決を極力回避する，②アジアにおけるアメリカの防衛

線をアリューシャン－日本－沖縄－フィリピンに設定し，台湾・韓国を除外した。③アメリカ

の防衛ラインから除外された東南アジアでは，攻撃をうけたならば，頼るべきはまず「攻撃を

うけた国民自身」，ついで「国連憲章に依存する」と述べた 5）。

　トルーマン政権の台湾不介入政策には，政権内部のジョンソン国防長官に代表される軍部，

マッカーサー連合国軍最高司令官，共和党右派のいわゆる “チャイナ・ロビー” を中心に反対

論が起こった。例えば，ジョンソンは早くから台湾の戦略的意義を強調していたし，マッカー

サーも蔣介石の擁護を主張し続けていた。さらに，２月９日，マッカーシー共和党上院議員は

いわゆる “赤狩り” を開始した。しかも４月30日，中国軍は海南島を解放し，次の目標とし

て台湾が想定された。共産中国への脅威が軍部を中心により強まった。これにインドシナ革命

の激動が加わった。

　1950年初めには，中国軍が中越国境に到達した。このことにより中国軍によるインドシナ革

５）柳澤英二郎『戦後国際政治史Ⅰ1944‒1958』（柘植書房，1985年），93‒94頁。
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命への介入，すなわち軍事的支援という意味での関与が可能性として浮上してきた 6）。さらに

中ソによるホー=チ =ミン政権承認がこれに加わり，トルーマン政権はインドシナ革命と中

国革命とを一体したものとしてみるにいたった。1950年１月18日，中国はベトナム民主共和

国の承認を発表した。ついで，１月30日ソ連がベトナム民主共和国を承認したことは，ソ連

の影響下の共産主義勢力による東南アジア支配の拡大が現実的なものとなったことを意味し，

アメリカに強い衝撃を与えた。トルーマン政権は，インドシナ戦争を植民地勢力とそれに抵抗

する民族主義勢力との戦争ではなく，アメリカの同盟国フランスと中ソ両国によって支持，支

援された共産主義者の指導による反乱者との戦争であると認識した。この間，ホー=チ =ミン

は中国，ついでソ連を訪問した。スターリンは，訪ソ中の毛沢東に「ソ連は中国の経済建設を

支援するが，ベトナムの抗仏戦争については中国が援助の責任をもつように」要請したといわ

れる。その結果，３月に中国はベトナムへの軍事支援を決定した 7）。

　国務省は，ソ連による同国承認を「東南アジアでの革命的進行を加速しようとするソ連の意

図」のあらわれであり，インドシナは「もっとも集約され，断固とした共産主義の圧力の焦点」

となりうるとみた8）。２月１日，アチソン国務長官は「ソ連のホー政権承認は，ホーの目標が

〈民族主義的〉な性格のものであるという幻覚を去り，彼がインドシナの民族独立に対する敵

であることを暴露した」と強調した 9）。国務省を含め，トルーマン政権全体は中ソのホー政権

承認は，NSC48/2で指摘された「アジア地域での厳選された非共産主義国家」への挑戦とみた。

　２月14日には，中ソ両国は中ソ友好同盟相互援助条約と付属の２協定に調印・発表した。

この結果，トルーマン政権（特に国務省）が追求していた〈中ソ不可分論〉は崩壊した。これ

に対してアメリカは２月７日，イギリスとともにベトナム国を承認した。そのことは，はじめ

てアメリカが中ソと対立する位置に自らをおいたことを意味した。そして，16日フランスは

アメリカに軍事援助を要請し，アメリカもこれに応ずる姿勢を示した。国務省は〈中ソ不可分

論〉の崩壊および共産中国のベトミンへの軍事支援など影響力浸透という状況を踏まえて，中

国脅威論を認識するという点に関して軍部と同じ立場に立った。

３　ソ連脅威論・中国脅威論

　1950年前半，アメリカの世界政策における基軸は，ソ連およびソ連影響下の共産主義の脅

６）50年１月15日，バターワース極東問題担当国務次官補からラスク一般行政担当国務次官補宛，
United States Department of States, Foreign Relations of the United States （以下FRと略す）, 1950, 
Vol. VI, pp. 690‒691.

７）朱建栄『毛沢東のベトナム戦争』（東京大学出版会，2001年），13‒15頁。Qiang Zhai, China & The 
Vietnam Wars, 1950‒1975, The University of North Carolina Press, 2000, pp. 10‒42.

８）50年１月31日，ヨースト東欧課長からパーキンス欧州問題担当国務次官補宛，FR, 1950, Vol. VI, 
pp. 710‒711.

９）The Senator Gravel Edition, The Pentagon Papers, Beacon Press, 1971, p. 41.
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威にいかに対応するかということであった。しかし一方で，すでに朝鮮戦争の勃発以前に米政

府内の一部ではソ連脅威論とともに中国脅威論が論議されていた。この場合の中国脅威論と

は，共産中国をセンターとする共産主義革命のアジアへの浸透という広い意味での脅威（〈間

接的脅威〉），中国軍による介入という〈直接的脅威〉，という二つの意味での脅威である。

1950年２月の中ソ友好同盟相互援助条約の締結公表，ついで同年６月の朝鮮戦争の勃発およ

び10月の義勇軍という形での中国軍の参戦は，アメリカのアジア政策全体に重大な影響を及

ぼした。トルーマン政権は，中ソ関係をソ連が主・中国を従という認識に変化はなかったが，

ソ連よりもむしろ中国を，アジア全体とくに東南アジアにおける共産主義の脅威の根源として

明確に認識するようになり，アメリカの積極的意思のあらわれとしてインドシナへの介入を本

格化させたのである。

　1950年に入りトルーマン政権のインドシナ政策は，インドシナへの中国の脅威という観点

から共産主義の侵略を軍事的手段，つまり，ベトナム国・フランス軍への軍事援助とベトナム

国軍創設でインドシナの共産化を阻止することに重点がおかれていたが 10），具体的方法・手段

をめぐっては政権内部に対立があった。そうした対立の背景には中国の脅威の度合いをいかに

評価するかにあった。すなわち，第一のグループは，中国の脅威を直接的な脅威とみる立場で

ある。そのグループは，さらに二つのグループに分かれていた。第一のグループは，インドシ

ナで封じ込めるというよりもむしろ脅威の根源である共産中国への積極的攻勢を主張する〈積

極的攻勢派〉というもので，軍部・サイミングトン国家安全資源評議会議長・マッカーサーお

よびランキン香港総領事などアジア各地在住の多数の米外交官などが挙げられる。第二のグ

ループは，中国軍の侵略には米軍で，中国のベトミン支援にはアメリカの軍事援助で対抗し，

ベトナム国軍の指揮権は形式的にバオ =ダイが握るが，実質的には同国軍の指揮権をアメリ

カが握るということまでを視野にいれている〈積極的米主導派〉というもので，これには現地

のガリオン駐ベトナム米代理大使・ヒース駐インドシナ米大使などが挙げられる。ついで第二

のグループは，中国の脅威を間接的脅威とみる立場である。このグループも次の二つのグルー

プに分かれる。第一のグループは，中国軍の侵略およびベトミンへの支援いずれにおいてもア

メリカの軍事援助で対抗し，ベトナム国軍の指揮権はバオ =ダイが握るという〈間接的米主

導派〉というもので，これにはインドシナをはじめとする東南アジア各地域の軍事力増強を推

進することを目的として結成された JSD（The Joint State‒Defence MDAP Survey Mission，

国務・国防合同軍事調査団）・オグボーンなどである。第二のグループは，中国軍の侵略およ

びベトミンへの支援に際しては，アメリカの軍事援助で対抗，ベトナム国軍の指揮権はフラン

スが握るという〈フランス主導派〉というもので，ラスク極東問題担当国務次官などに代表さ

れる。

10）ただし，ケナンはインドシナ撤退論を主張していた（FR, 1950, Vol. IV, pp. 1224‒1229を参照）。
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４　インドシナ革命と NSC68

　共産中国がアジアの民族解放運動に決定的な影響力を及ぼしたのが，1949年11月，北京で

開催された世界労働連合アジア・オセアニア労働組合会議であった。会議を指導したのは，開

会演説をした劉少奇の理論であった。彼によれば，中国革命勝利の「基本的な道」である「武

装闘争」が，「中国と同じような事情にある他の植民地＝半植民地の人民の解放のための「主

要な闘争形態」であり，「基本的な道」であると強調した 11）。1950年に入り，劉少奇テーゼの

影響を受けた東南アジア各地での民族解放運動は，一層高揚した。インドシナでも，ベトミン

はフランス軍とのゲリラ戦，すなわち〈対峙〉の段階から正規の機動戦，すなわち〈反攻〉の

段階に移った。こうしたことから，トルーマン政権内にはインドシナにとっての脅威の源をソ

連よりもむしろ中国に見出だすという考えが台頭してきた。

　２月27日，国務省はインドシナ政策文書NSC64を国家安全保障会議に提出した 12）。NSC64

によれば，「インドシナに対する共産主義者の侵略の脅威は，全東南アジアを占拠しようとす

る期待された共産主義者の計画の唯一の局面」であり，「共産主義の拡大をインドシナの国境

で封じ込める (contain) という決定は，東南アジアの他の地域への共産主義者の侵略を阻止す

るという広範な研究の一つとして考慮せねばならない」と指摘した。さらに現状分析では，共

産中国によるホー軍への軍事的支援が〈可能性の問題〉から〈現実問題〉として存在している

ことを把握，フランスは中国軍の支援をうけたホー軍の軍事的強化に対抗することが不可能に

近いと分析し，フランス軍，ベトナム国への軍事援助の必要性を訴えた。NSC64でもっとも

重要な点は，中国脅威論がNSC文書の中で明確な形として指摘されたことであった。結論と

して，ドミノ理論を展開した上で，「直接的な共産主義の脅威にさらされている」インドシナ

を「東南アジアのカギとなる地域」と規定し，「国務省と国防省は，最優先事項として，イン

ドシナにおけるアメリカの安全保障上の利益を守ることを目的とした実行可能なあらゆる手段

についての計画を準備すべきである」と勧告した。３月７日，国務省のマーチャント極東問題

担当国務次官代行は軍事面についてアメリカがとるべき行動について国防省に要請した。それ

によれば，①中国正規軍による全面侵略，②中国の軍事援助によるホーの勢力の活動が活発化

する場合，以上二点であった。①の場合には国連の名において介入を示唆（これは，朝鮮戦争

での国連軍介入に相当），②の場合はアメリカの戦闘部隊は介入しない形でフランス軍を支援，

ということであった。これは，１月12日のアチソン演説から一歩踏み込んだもので，共産中

国への巻き返しをも展望していた 13）。

　〈積極的攻勢派〉の JCS（Joint Chiefs of Staff：統合参謀本部）は国務省の要請に対する回

11）信夫信三郎『朝鮮戦争の勃発』（福村出版，1969年），246‒256頁。
12）FR, 1950, Vol. VI, pp. 744‒747.
13）50年３月７日，マーチャントからバターワース宛，Ibid., pp. 750‒751. 50年４月14日，ジョンソンか
らアチソン宛，Ibid., pp. 780‒785.
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答として４月10日，ブラッドレーJCS 議長がジョンソン国防長官に覚書を提出した。同覚書

によれば「アメリカの戦略的概念から照してみて，日本からインドシナにいたる沿岸諸島の連

鎖の確保は，アメリカの戦略上，決定的な重要性をもっている」と指摘，かつてNSC48文書

やアチソン演説でのべられたアメリカの防衛ラインであったフィリピンまでがインドシナにま

で拡大された。さらに「東南アジアの大陸諸国は，アメリカにとって戦略上決定的な意味を

もっている」と強調した。ついで JCS は，以下の三点を勧告した。①軍事的見地から東南ア

ジアへの共産主義の拡大を阻止するためにはインドシナ等の東南アジア諸国への早期軍事援助

の実行，②援助計画全般を検討するために，国務・国防・ECA（対外経済局）代表からなる

SACC（東南アジア援助委員会）の設置，③軍事顧問団の派遣。最後に JCS は，「中国は，ア

ジアにとってもっとも重要な戦略的地域」であると断定，「アジアにおけるアメリカの諸目的

が達成されるには，中国での最終的な成功によってのみ」と指摘し，「それゆえ，東南アジア

に直面する状況を解決するには，共産中国からの圧力を減少させるための (reduce) 行動をと

るべき」と述べ，台湾の戦略的意義を強調しつつ共産中国への積極的な〈巻き返し〉を主張し

た。一方現地からは，より積極的なアメリカの軍事的コミットメントを要請する動きがあっ

た。５月６日，ガリオンは，インドシナをギリシアになぞらえたうえで，アメリカは「共産主

義の浸透には米軍を使用しない範囲内であらゆる手段をつかって対抗」し，「ソ連・中国がイ

ンドシナ半島に直接介入の場合には，必要ならば米軍で対抗する」14）ことを主張した。

　４月14日，ジョンソンは上記の JCS 覚書をアチソンに提出した。これをうけて５月１日，

トルーマンはインドシナへの1000万ドルの軍事援助供与を承認した。８日，アチソンはイン

ドシナのフランス軍への軍事，経済援助の提供を内外に発表した。こうしてアメリカは，軍事

的コミットメントの第一歩を踏み出した。

５　NSC68作成

　1950年前半アメリカのアジア，インドシナ政策は中国の脅威への対応策として，〈封じ込め〉

政策以上により積極的な政策，すなわち軍事第一主義に基づいた政策を展開していた。

　トルーマンは，1950年１月31日，水爆の開発計画を決定するとともに，国務，国防両長官

に平和時と戦時におけるアメリカの外交政策と軍事戦略計画の再検討を指示した。トルーマン

の指示に基づく報告書作成のため国務，国防両省政策検討委員会が設置され，主査はケナンに

代わったニッツ PPS 室長がこれにあたった。以上の経過から，NSC68は主として対ソ政策の

観点から作成を開始することとなった。ところがNSC68の原案作成が，２月中旬から３月に

かけて行われていた過程の中で，対ソ政策に対中政策も加わることとなった。

　ところで，NSC68作成の中心的役割を果たしたニッツは，２月８日，「最近のソ連の動向」

14）50年５月６日，ガリオンからアチソン宛，Ibid., pp. 802‒809.
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という報告書を作成した。それによれば，ソ連はアメリカを死活にかかわる闘争での主要な敵

とみなしていた。そしてソ連の政策は世界パワーとしてのアメリカの地位を弱めさせることに

あると把握し，ソ連は全面攻撃をしかけなくても，アメリカに対し成功をおさめることが可能

であると考えていた 15）。

　４月７日，「1950年１月31日の大統領指示にもとづく報告書」が作成された。そして，４月

14日，同報告書は国家安全保障会議に提出され，NSC68となった 16）。同文書によれば，「クレ

ムリンの根本的な企図は世界支配」にあると指摘，アメリカにとって最大の脅威はソ連である

と断定した。そして「クレムリンの企図を失敗させるために自由世界に要求されるのは，十分

に機能する政治的・経済的体制を発展させ，またソ連に対する強力な政治的攻勢 (offensive)

を展開させる」ことにあり，それを可能ならしめるためには，「適切な軍事的盾が必要になる」

と指摘，「ソ連の膨脹，ソ連あるいはソ連の指令をうけた限定的ないし全面的な侵略に対して

は，もし可能ならば軍事力で抑止し，あるいは必要となれば軍事力で敗北さす」必要性を強調

していた。つまり，「自由世界における軍事力の強固な，かつ急速な増強がクレムリンによる

世界支配の努力を阻止し (check) そして巻き返すという確固たる政策を支えるために必要なこ

とは明白である」と主張した。ついで同報告書の結論部では，大規模な軍事力の増強が提案さ

れた。さらに，クレムリンによる世界支配の企てを失敗させるためには「自由世界の政治的・

経済的・軍事的の急速かつ持続的な増強」と「ソ連から主導権を奪回するための確固たる計

画」の確立も提案された。そのためには国民総生産の約22％を軍事支出と対外援助費，そし

て投資にむけることが必要であると勧告した。その具体的金額は年約500億ドルとなり，当時

の国防予算の天井130億ドルの約３倍半であった。このNSC68文書全体に貫ぬかれているの

は，単なる対ソ〈封じ込め政策〉というより，むしろNSC48文書やNSC64文書にみられたア

ジア政策におけるより積極的な〈巻き返し政策〉を，世界的規模に拡大したより積極的な〈巻

き返し政策〉を意味していた。同時に，世界各地の民族独立運動（〈革命的ナショナリズム〉）

を共産主義の膨脹と同一視するという観点でとらえるという東西冷戦の文脈でみていた。

　このことから，インドシナ革命においては，NSC68文書でのべているように，「今や自由制

度に対する攻撃は世界的規模におよんでいる。現在の権力の分権化という文脈内においてはい

かなる場所での自由制度の敗北も，あらゆる場所での敗北である」という指摘から，アメリカ

はフランス軍を支援し，ホー政権との全面的対決そして軍事的解決による全面勝利を追求し，

ホー政権との交渉による解決は論外であった。アメリカは，フランス軍およびバオ=ダイを

元首とするベトナム国を軍事的に支えることによって，ホー政権および同政権を支援する中

国・ソ連と対決するという対立の構図が明確となった。そしてNSC68が国家安全保障会議に

15）50年２月８日，ニッツ報告書。FR, 1950, Vol. I, pp. 145‒147.
16）50年４月14日。Ibid., pp. 235‒292.
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提出された４日後の４月18日，国家安全保障会議はNSC64を承認し，24日トルーマンはこれ

を承認した。なお，トルーマンはNSC68文書の結論部のみを承認し（４月14日），財政的な

裏付けとなる金額などは各省間の検討に委ねられた。

　ともあれ，アメリカは朝鮮戦争勃発以前，すでにNSC68の論理に基づいた政策が，インド

シナへの対応として打ち出されていた。

６　NSC68と朝鮮戦争

　1950年６月25日，朝鮮戦争が勃発した。トルーマン政権は朝鮮民主主義人民共和国（以下

共和国と略称する）による大韓民国（以下韓国と略称する）への侵略は，すでにNSC68文書

で指摘していたソ連膨脹主義のあらわれが現実のものになったものとみ，したがって共産主義

による軍事的侵略に対しては軍事的手段での対抗を決意した。トルーマンとアチソンを含め国

務省を中心に共通していた認識は，「侵略を撃退するのを拒むことは『宥和政策』にほかなら

ない。しかも宥和政策は，歴史の示す通り，結局戦争をもたらすものである」という信念に基

づき，アメリカは断固たる決意・行動を起こし，それに成功すれば，「ソ連は，同種の行動に

再び出るにしても，これまでより用心深くなっていくにちがいない」との認識があった。６月

27日にトルーマン大統領は声明を発表した。それによれば，第一に，共和国による韓国への

攻撃は「破壊工作に訴える」という〈間接侵略〉の段階から「武力侵略および戦争をあえてす

る」という〈直接侵略〉の段階への移行と認識し，韓国軍への米空・海軍支援を明言した。つ

いで第二に台湾をあげ，共産中国軍による台湾占領は「太平洋地域の安全」および「この地域

で合法的かつ必要な任務を遂行している米軍に対し，直接的な脅威となる」と指摘，同時に蔣

介石政府に対して中国本土への攻撃の停止を要請，この二つの目的実行のために第７艦隊の派

遣を言明した。これは，NSC48文書でみられた台湾不介入の原則の変更を意味し，台湾重視

の立場をとる軍部の主張により一歩近づいたものとなった。第三にはフィリピンをあげ，フィ

リピン駐留米軍の増強，フィリピン政府への軍事援助の増大を指令した。第四にインドシナを

あげ，インドシナのフランス軍およびフランス連合諸国への軍事援助の促進と，軍事顧問団の

派遣を指令し，インドシナへの軍事的支援が加速された。そして６月30日，トルーマン大統

領は地上軍派遣に消極的な軍部の意見をおさえて，地上軍派遣を決定し，直接的に軍事介入す

ることとなった。こうしてアメリカは，アジアにおいて共産主義勢力への〈攻勢〉を本格化さ

せた。

　朝鮮戦争の勃発は，NSC68の勧告を理論の領域から直面する予算問題へと変動させるなど，

具体化，加速化させた。トルーマン政権は，７月議会に100億ドルに及ぶ軍事支出を要請し，

相互防衛援助も国防費も増加し，軍隊の規模は８月中に倍増した。NSC68は，インドシナ革

命への対応として打ち出された軍事第一主義が政権首脳部の間のコンセンサスとして出来上

がっていたので，容易に国策となりえた。
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７　NSC68からブッシュ・ドクトリンへ

　20世紀後半の冷戦の時代は，資本主義と社会主義の対立を特色としていたが，冷戦終結後

の21世紀は，資本主義の異なるタイプの間の対立が重要なテーマになる，という見方があ

る 17）。事実，戦後一貫してアメリカ合衆国はヨーロッパの動向を意識していた。例えば，

NSC68の論理の背景の一つには，軍事力の増強，強化を背景に，「パックス =アメリカーナ」

の実現を妨害するソ連，および中華人民共和国に対抗し，両国およびそれらの勢力圏を封じ込

めて，西ヨーロッパを中心とする資本主義地域での統制をめざしたものであった。柳澤英二郎

氏によれば，NSC68の目標の一つに西ヨーロッパの自力防衛論を封じ込める（ドゴーリズム

の芽の切断）ということがあった。さらに，NSC68の論理は1960年代の民主党のケネディ政

権時代に「新版NSC68」として復活した。その背景には，ドゴールが大統領として権力の地

位にあり，独自の核武装・NATO離脱を追求しており，かつ西ヨーロッパの国家主義が EEC

に代表される経済力をつけつつあった 18）。

　1980年代に入り，NSC68の論理は共和党のレーガン政権時代に継承されていった。レーガ

ン政権は，SDI に代表される核戦略強化計画を発表し，大規模な軍拡を行った。それは，ソ連

に対する軍事的優位性，軍事的圧力などによる〈軍事的封じ込め〉がソ連体制の変化をもたら

す，というNSC68の指摘を実践したものであった 19）。レーガン政権時代は，同時に資本主義の

ありかたを提起した。すなわち，それは，仏・独を中心とするヨーロッパ大陸諸国がめざす

〈市場経済＋福祉重視，大きな政府〉という資本主義モデル（ヨーロッパ型資本主義）と，

サッチャー英首相などに代表される新自由主義経済と呼ばれた〈市場経済・小さな政府〉とい

う資本主義モデルであった。すでにレーガン政権は，「パックス=アメリカーナ」の実現を妨

害していたソ連の弱体化，解体を視野にいれつつ，冷戦終結後の新たな対立軸となりつつあっ

た資本主義の異なるタイプの間の対立への一つの回答を提示した。それは，〈市場経済・小さ

な政府〉という資本主義モデルへの支持であった。レーガンやサッチャーが〈市場経済・小さ

な政府〉という資本主義モデルを提示した背景には，急速に発展を続ける仏・独を中心とする

拡大 ECという存在があった。なお，1998年にブレア政権時代のイギリスは，チリのピノチェ

ト元大統領をスペイン司法当局の要請（チリ在住のスペイン人への人権侵害の罪）で一時拘束

した。これは，広い意味での民主主義推進のためには他国の主権侵害もいとわないというブッ

シュ・ドクトリンの直接的に重要な先例の一つといえた。

　冷戦終結・ソ連解体後の1990年代に入ると，「パックス=アメリカーナ」の実現に対抗する

勢力として EUに加えて，イスラーム世界の金融（銀行）が現われた。内橋克人氏によれば，

17）福島清彦『ヨーロッパ型資本主義』（講談社現代新書，2002年），14‒23頁。
18）柳澤英二郎『逍遙現代国際政治史の世界』（つげ書房新社，2002年），48頁。
19）Etzold and Gaddis (ed.), op. cit., pp. 438‒442.
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アメリカ主導のグローバリゼーション貫徹の障害となっているものとして，イスラーム世界の

ワクフと呼ばれる「喜捨」の存在を指摘している。イスラーム世界では「正当な労働の報酬以

外は受け取ってならない」という宗教的戒律があり，イスラーム銀行は利息をとらない。「喜

捨」という無利息で資金を集め，その資金で生産設備を購入する。事業をやりたい人がおれ

ば，その人に仕事をやってもらい，利益が上がれば皆で分配する，ということである 20）。アメ

リカはイラク戦争以降イスラーム世界の市場経済化を加速させ，2006年秋にはアメリカの保

険最大手の会社が「バーレンを拠点にイスラーム金融に本格参入する」と発表した（2006年

10月３日，日本経済新聞）。

　1991年１月に起こった湾岸戦争の背景の一つには，こうしたイスラーム世界の動きに対処

したという側面も考えられた。さらに，国際テロ組織とそれを支援する「ならず者国家」がこ

れに加わった。

　湾岸戦争後の1992年３月，ブッシュ政権のチェイニー国防長官の指示のもとウォルフォ

ウィッツ国防次官が中心となって作成された「1994‒95年会計年度国防計画指針」が，ニュー

ヨーク・タイムズ紙にリークされ，公表された。その特徴は，卓越した軍事力を背景に「パッ

クス =アメリカーナ」の恒久化をめざすもので，以下の６点に要約された。すなわち，①い

かなる国家，国家群にもアメリカへの挑戦を思いとどまらせる，②「善意の覇権」のもとに，

アメリカ中心の政治・経済秩序を維持する，③湾岸戦争の多国籍軍のように，将来に向けての

有志連合を想定，④世界秩序を支える究極の力はアメリカにあり，集団安全保障が確保出来な

いときは単独行動をも辞さない，⑤大量破壊兵器は世界秩序への脅威で，先制攻撃も検討す

る，⑥ドイツや日本が地域覇権となることを阻止する，以上である 21）。これは後述するブッ

シュ・ドクトリンと酷似していたが，当時は国内の反発が強く，同文書は大幅な修正を余儀な

くされた。なお，この文書は PNAC（「新アメリカの世紀プロジェクト」が主張している新世

界秩序構想とも共通していた。PNACは，クリントン外交を批判していたネオコンと呼ばれ

た新保守主義者が中心となり，1997年に発足した。PNAC設立賛同者にはチェイニー，ラム

ズフェルド，ウォルフォウィッツらブッシュ政権の有力メンバーが含まれていた。PNACの

提言の主張は，圧倒的な軍事力を背景に，①世界を善悪二元論的な対立構図でとらえ，②アメ

リカの力の行使に積極的であり，対イラク強硬論を提唱し，③自由，民主主義，人権，資本主

義などのアメリカ的価値を世界に普及させる，ということであった 22）。PNAC創立者のクリス

トルによれば，20世紀は「アメリカの世紀」と言われたが，アメリカはもっと世界に関与す

20）内橋克人「失われた人間の国」（『戦後60年を問い直す』，岩波書店，2005年），96‒100頁。
21）高畑昭男「慎みある外交から先制行動ドクトリンへ」（久保文明編『Ｇ・Ｗ・ブッシュ政権とアメリ
カの保守勢力』日本国際問題研究所，2003年），215‒216頁。

22）久保文明「共和党の変容と外交政策への含意」久保編同書，26‒27頁。秋元英一・菅英輝『アメリカ
20世紀史』（東京大学出版会，2003年），329‒330頁。
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べきだった。二つの世界大戦とも，引きずられるように参戦した。21世紀は，攻撃されるま

で待っているわけにはいかない。21世紀を「新しいアメリカの世紀」，さらには「自由民主主

義の世紀」にしなければならない，と論じている 23）。すなわち，21世紀を「パックス=アメリ

カーナ」の世紀にしようと言うのが，PNACの目的と考えられた。その目標を妨げたのがソ

連との「冷戦」だった。冷戦も終結した今日，「パックス =アメリカーナ」の実現に向けての

積極的な外交が求められるということであろう 24）。いずれにしても，「1994‒95年会計年度国防

計画指針」や PNACの主張は，NSC68の論理を先例としていたものであった。

８　ブッシュ・ドクトリン

　2001年に発足したブッシュ政権は，一般的にはアメリカ外交史上「例外・特異」な政権と

みられている。果たしてそうであろうか。ブッシュ・ドクトリンと呼ばれるブッシュ政権の外

交政策においては，NSC68の論理を根底におき，前述した「1994‒95年会計年度国防計画指針」

や PNACの主張が，すでに「9.11事件」以前から政策化されつつあった。例えば，2001年３

月の京都議定書の離脱表明，ABM制限条約からの撤退表明（正式発表は2001年12月）であ

る。2001年春，ブッシュ政権の閣僚に就いたウォルフォウィッツ国防副長官は，「いま，当時

の批判者の多くがパックス・アメリカーナ構想に満足している」と自賛した 25）。

　ブッシュ・ドクトリンは，以下の経緯をたどって，2002年９月17日に国家安全保障政策文

書「国家安全保障戦略」として体系化された。すなわち，「9.11事件」が起こった直後の９月

20日，ブッシュ大統領は上下両院合同会議でテロに対する戦争宣言を発表した。また，同演

説の中でブッシュはアメリカの安全のためにも世界に民主主義を広げる必要があると述べ

（ウィルソン外交が先例），かつ世界を二分化して善悪闘争論として描き出した（トルーマン=

ドクトリンが先例）26）。2002年に入ると，ブッシュは年頭教書で，アメリカは大量破壊兵器の

開発を意図し，それをテロリストたちに提供しかねない国々，すなわち「悪の枢軸」（イラク，

イラン，北朝鮮）との戦いに臨む覚悟があると宣言した 27）。５月１日の国防大学演説で「相互

確証破壊」体制の終焉を宣言した。そして，９月17日に「国家安全保障戦略」を発表した。

　軍事第一主義に基づくユニラテラリズムの論理を軸においた「国家安全保障戦略」によれ

ば，「20世紀における自由主義と全体主義の大いなる闘争は，自由主義陣営の圧倒的な勝利に

終わった。国家繁栄のための統治モデルも（共産主義モデルが淘汰された結果）一つになっ

23）三浦俊章『ブッシュのアメリカ』（岩波新書，2003年），183‒185頁。
24）柳澤『逍遙現代国際政治史の世界』，192頁。
25）高畑，前論文，216頁。
26）西崎文子「歴史的文脈──ウィルソン外交の伝統」（五十嵐武士編『アメリカ外交と21世紀の世界』，
昭和堂，2006年），26‒27頁。

27）James Mann, Rise of the Vulcans, Viking Penguin, 2004（渡辺昭夫監訳『ウルカヌスの群像』，共
同通信社，2004年），452頁。
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た。それは，自由主義，民主主義，そして市場経済体制にほかならない。21世紀において，

市民の力を開化させて，繁栄を享受できるのは，基本的人権と政治的・経済的自由を保証する

国だけである」と述べたが，要するに21世紀は「パックス =アメリカーナ」の世紀にしよう

ということである 28）。同文書の特徴は，以下の６点である。すなわち，第１は，アメリカの国

家安全保障戦略はアメリカの価値観と国益に反映する「アメリカ独自の国際主義」，すなわち

ユニラテラリズムに基づくと主張した（1920年代の共和党政権の外交）。第２は，アメリカは

アメリカの民主主義的価値観と生活様式のために戦っている，と述べた（トルーマン =ドク

トリンが先例）。第３は先制攻撃論で，アメリカは「テロ支援国家」やテロリストに対して

「必要とあれば，先制攻撃をたとえ単独でもとることを躊躇しないであろう」と述べ，ユニラ

テラリズム（単独行動主義）がその主張の根底にあった。第４には，他国の追随をゆるさない

ハイパーパワーアメリカという存在で，「われわれの潜在的な敵対者がアメリカの軍事力に追

いつき追い越そうと試みても無駄だと思わせるほどにアメリカの力は強大となるであろう」と

述べている。第５に，アメリカはその民主的価値を海外で広めることを求め」，「国家が成功を

持続しうるモデルはただ一つしかない。それは自由，民主主義および自由企業である」と指摘

した（ウィルソン外交が先例）。第６に，自由市場と自由貿易を通じた世界的経済成長がアメ

リカの安全保障を強化する，と主張した（経済のグローバル化）。そして，ヨーロッパには構

造障壁の撤廃を促すなど，アメリカ型資本主義の受け入れをヨーロッパやイスラーム世界を含

む世界に求めた。

　こうしたブッシュ・ドクトリンの論理は，前述したように「例外・特異」なものではなかっ

た。ブッシュ・ドクトリンの代表的な特徴であるユニラテラリズム・先制攻撃論に関しては，

すでに過去に先例が存在していた。ユニラテラリズムは，行動の自由を保持しながら世界秩序

の形成に関与していくもので，すでに1920年代の共和党政権の外交政策に反映されていた。

その典型的なものが，1920年代の共和党政権の外交政策の特色を表した「アメリカ独自の国

際主義」という表現が「国家安全保障戦略」文書に明記されていることである。ついで，他国

の主権を侵害することにもなる先制攻撃論は，すでに20世紀初頭のセオドア =ローズヴェル

ト政権の「棍棒外交」がその先例にあたる。セオドア=ローズヴェルト政権は，国際警官（国

際警察活動）として中米・カリブ海諸国への武力干渉をしばしば展開していた。ウィルソン大

統領は，メキシコ革命に対しては「メキシコ国民を抑圧者から解放し，被統治者の同意による

統治を樹立させることこそがアメリカの役割であると判断し，武力干渉を行った（ブッシュ政

権のイラク戦争における介入論理と類似）29）。こうしたセオドア =ローズヴェルトの見解は，

28）同書，467‒468頁。「アメリカの国家戦略」（フォーリン・アフェアーズ・ジャパン編・監訳『ネオコンと
アメリカ帝国の幻想』朝日新聞社，2003年），269‒284頁。正式文書の全文は，http://www.whitehouse.
gov/NSC/nss.html.

29）西崎，前掲書，6‒9頁。
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モンロー・ドクトリンのローズヴェルト系論（ローズヴェルト・コロラリー）と言われた。

ウィルソンもこうした立場からメキシコ革命に干渉したのである。いずれにしても，セオド

ア =ローズヴェルトやウィルソンのラテンアメリカ政策は，ラテンアメリカの「アメリカ化」

をめざしたものと解釈された。

　第二次世界大戦後の1947年２月に打ち出されたトルーマン・ドクトリンは，政治的・経済

的・軍事的に優越した地位についたアメリカ合衆国の国力を背景として，ソ連を中心とした社

会主義国を封じ込めれば，ヨーロッパを中心とした世界をアメリカ的体制（アメリカ型資本主

義）に統合することが可能であると想定した。すなわち，トルーマン・ドクトリンは，「ソ連

を中心とした社会主義国を除く世界のアメリカ化」をめざしたものであった。この路線は

NSC68にも基本的には継承されていった。2001年に登場したブッシュ政権が打ち出したブッ

シュ・ドクトリンは，ソ連の解体や中国の事実上の市場経済導入を受け，「世界のアメリカ化」

をめざしたものと想定される。いいかえるならば，「モンロー・ドクトリンの世界化」といえ

る。アメリカは，「テロ支援国家」やテロリストなど自由と民主主義，市場経済の実現・拡大

を妨害する勢力に対して，冷戦時代の〈封じ込め〉から必要とあらば軍事的な先制行動をとる

路線に転換した。この点は，NSC68の路線とは違っている。

９　おわりに

　本論文では，NSC68の再検討を行うとともに，次の３つの仮説を提起し，論証を試みた。

要約すれば，第１の仮説は，NSC68の論理（軍事第一主義）はブッシュ・ドクトリンの先例

であった。第２の仮説は，「9.11事件」がユニラテラリズムを加速させた。第３の仮説は，

ブッシュ・ドクトリンはけっして「例外・特異」の論理ではなかった 30）。ブッシュ・ドクトリ

ンは〈封じ込め〉から〈先制攻撃〉に路線転換を行ったが，その背景の一つには国際環境が大

きく変容したことである。すなわち，今日冷戦が終結してアメリカに対抗できる軍事力を持つ

ソ連が解体し，ブッシュ政権はアメリカを除くNATO加盟国すべての軍事力を合わせたより

もさらに強大な軍事力を擁する突出した超大国となったことであり，その軍事力を活用して

「パックス =アメリカーナ」の構築をめざすということであった 31）。具体的には，従来はラテ

ンアメリカでしか実行されなかった先制攻撃が，ラテンアメリカ以外の地域に拡大し，卓越し

た軍事力を使用して，各地の反米政権を打倒したということであった。

　ブッシュ政権は，「9.11事件」直後の10月にアフガン戦争でタリバーン政権を，ついで2003

年３月に開始されたイラク戦争でフセイン政権を，各々打倒することに成功した。これら政権

30）西崎文子氏は，「ウィルソン外交とブッシュ外交の類似点だけを強調するのは誤りである」と指摘し
ている（西崎，前論文，28‒31頁）。ギャディスは，ブッシュ・ドクトリンの「例外・特異」論の立場
をとっている（Gaddis, Strategies of Containment, pp. 380‒391）。

31）高畑，前論文，224頁。
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打倒までは，米軍のハイテク兵器使用で圧勝という形で短期間で終わった。ブッシュ政権のユ

ニラテラリズムはこの二つの戦争で論証された。この間2002年には国防予算案が前年度比480

億ドルの大幅増額の3793億ドルになり，伸び率は15％と冷戦後最大規模の予算案となった。

こうした大幅な軍事費の増大は，先例が存在していた。すなわち，朝鮮戦争がNSC68が想定

した大規模な軍拡を加速させた点であった。

　NSC68を再検討することは，ブッシュ・ドクトリンを中心とした戦後アメリカ外交史を評

価する上で，きわめて重要な意義をもつものと考える。
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アイゼンハワー，ケネディ政権とコンゴ危機（1960‒63年）

三　須　拓　也

はじめに

　1960年からのアフリカ諸国の大量独立は，国際政治に一つの流れを作った。同年南アフリ

カではシャープビルの大殺戮が起こり，翌年アンゴラではポルトガルの植民地支配に抵抗する

戦争が始まった。64年にはモザンビークがこの動きに従った。また65年ローデシアが独立を

宣言し，66年国連は南アフリカのナミビアに対する法的な委任統治を終わらせた。

　このアフリカ諸国の大量独立とそれに伴う問題は，アメリカの政策決定者に対アフリカ政策

の再考を求めた。そして特に当時のアイゼンハワーおよびケネディ政権の政策決定者が強い関

心を抱いていたのは，ベルギー領コンゴ（前ザイール，現コンゴ民主共和国）の問題であっ

た。これは，例えば国務省編纂の資料集『合衆国の外交』のコンゴ危機の巻が同時期の他の全

てのアフリカ諸国に関する資料を収録した巻よりも，総ページ数において上まわっていること

や，これらの巻の当時の国家安全保障会議記録からも確認できる。

　このような事情から，60年から63年にかけて起こったこのベルギー領コンゴの独立とその

後の混乱，すなわちコンゴ危機は，国際政治史においてアメリカが歴史上はじめてアフリカに

大規模かつ直接に介入した事例となった。事件発生から既に40年以上の歳月がたち，当時の

ニュースの重さを今日感覚的に理解することはできない。しかしアメリカの介入の後に，コン

ゴに「アメリカの暴君」とも呼ばれるモブツ独裁体制が敷かれ，おびただしい数の殺戮と抑圧

が行われることになった事実に鑑みれば，その介入がこの国にもたらしたインパクトは計り知

れないものがある。

　明らかにコンゴの問題はアメリカの政策決定者にとって重要問題であった。なぜそうなった

のか。アメリカの政策決定者は何を考え，どのような政策を行ったのか。近年様々な文書が機

密を解かれているが，本稿ではそれら新史料に依拠しながら，アイゼンハワーおよびケネディ

政権の対コンゴ政策を概観し，それぞれの対コンゴ政策における国連の役割を検討する。そし

て２つの政権のコンゴ政策が，①ルムンバ体制の破壊，②親米派政権の誕生を特徴とし，その

それぞれのフェーズにおいて国連軍がその政策を支えたことを明らかにする。
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１　アイゼンハワー政権の政策：ルムンバ体制の破壊

　コンゴ初代首相パトリス・ルムンバ。このコンゴ人民から民主的に選出された政治家を権力

の座から引きずりおろし，最終的に死に追いやったのはアメリカであった。アイゼンハワー政

権の対コンゴ政策は，この親ソ的な傾向を示した民族主義者が作り上げた体制を破壊するこ

と，この一点に集中していた。

　アメリカの政策決定者にとってアフリカの問題が国際問題化し，アメリカが，それに関与す

ることは想定外の出来事であった。というのはアフリカの問題は第一義的には，ヨーロッパ諸

国がその責めを負うものとされてきたからである。しかし40年代末のギリシャやトルコの問

題のように，ヨーロッパ諸国が手に負えないためにアメリカが表に出なくてはならないケース

がアフリカ諸国の独立過程にも生じた。

　それがベルギー領コンゴのケースであった。この地を支配していたベルギー政府は，60年

１月コンゴの独立を承認した。ただしベルギー人の歴史家リュド・ドウィットの研究による

と，その独立承認の実態は独立を名目的なものにとどめる一方で，その実質的な支配を継続し

ようとするものであった 1）。これに対して新首相パトリス・ルムンバはベルギーからの「真の

独立」を訴え，これに対決する姿勢を示した。そして両者は７月上旬コンゴが混乱に陥るなか

で衝突した。ベルギー政府はルムンバ体制を崩壊させるため軍を介入させ，カタンガ州やカサ

イ州南部のコンゴの経済的要衝を分離独立させた。これに対してルムンバは外部支援を求め対

抗した。

　ルムンバはカリスマ性のある政治家であり，また彼には強力な指導力があった。彼の卓越し

た説得技術は，中央情報局（CIA）の報告書をして，「ルムンバが半ばその地位を失ったかに

見えるたびに再び立ち直らせている決定的な要因は，彼の才能と行動力と思われる。換言すれ

ば，最後の土壇場で一言言う機会さえあれば，いつでも事態を自分に有利に展開させることが

できる」と書かせるほどであった 2）。彼は国民からの強い支持を調達すると同時に，国際的に

もソ連やその他アジア・アフリカ諸国からの支持・支援を引き出すことに成功した。特に60

年12月に国連総会が植民地独立付与宣言を採択したことからもわかるように，反植民地主義

イデオロギーが国連を舞台にして明確に表明されたこともあり，彼はこれらの国際世論を味方

につけることができた。

　ルムンバはイデオロギー的には共産主義者というよりは，アフリカン・ナショナリストで

あった。アメリカ国務省も同様の評価を下していた 3）。しかし彼はアメリカの政策決定者から

１）Lude De Witte, The Assassination of Lumumba, Verso, 2001, p.51.
２）The United States Senate, Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, U.S. 
Government Printing Office, 1975, p.17.

３）国務省情報調査室長から国務長官宛覚書（60年７月25日）Foreign relations of the United States
（以下 FRUS と略記）, 1958‒1960, vol. XIV, AFRICA, pp. 355‒356.
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は敵視されていた。対コンゴ政策を担ったアメリカの政策決定集団は，親ヨーロッパ的な立場

のきわめて小さな集団であり，またこれら政策決定者にはコンゴ問題を巡って私的利益を持つ

ものも少なくなかったからである 4）。彼らはルムンバの問題を，共産主義の問題というよりは，

西側の安定を脅かすものとして捉えた。それゆえこのような事情から彼らは，ベルギーと対立

するルムンバを，「くそったれな迷惑野郎」として捉えていた 5）。

　ただし60年７月から８月にかけてのコンゴ危機の始まりの段階において，このルムンバに

対する敵意が反ルムンバ政策に転化することはなかった。ルムンバの指導者としての高い能力

は明らかであり，それはアメリカも認めるところだったからである。また国務省は，植民地主

義は既に時代遅れのものであり，アメリカが公然とベルギーを支持することは難しいと評価し

ていた 6）。それゆえアイゼンハワー大統領は，対立するベルギーとコンゴ両国のはざまにあっ

４）例えば政権の中枢において対コンゴ政策の決定過程に携わった人物として，国務長官クリスチャン・
ハーター，国務次官ダグラス・ディロン，政治問題担当国務次官リビングストン・マーチャント，アフ
リカ問題担当国務次官補ジョセフ・サタースウェイト，ヨーロッパ問題担当国務次官補フォイ・コー
ラーを挙げることができるが，彼らは全てヨーロッパ問題でキャリアを積んでいた。その結果彼らは，
「ヨーロッパ第一主義」的な発想に慣れ親しんだ。例えばハーターは，第一次世界大戦後のヨーロッパ
救済委員会で働き，そして47年共和党の議員として彼はヨーロッパ救済の必要性を調べた下院委員会
を指揮した。またディロンはそのキャリアのスタートがフランス大使であった。加えてこの政策決定集
団にコンゴの現地情報を提供した職業外交官も親ヨーロッパ的な背景を持っていた。その代表例がアイ
ゼンハワー大統領の替わりとして，レオポルドビルの独立式典に出席した前国務次官ロバート・マー
フィーであった。彼はベルギー大使時代の51年にコンゴを訪問したことがあり，それ以来ベルギーの
植民地主義に対する熱狂的な支持者となった。また初代コンゴ駐在アメリカ大使となったクレア・ティ
ンバーレイク大使もコンゴの首都のヨーロッパからの大使達と緊密な関係を築いていた。マーフィーや
ティンバーレイクの報告は親ベルギー的立場で書かれ，それをハーターやディロンが検討した。従って
作られた政策には親ヨーロッパ的なバイアスが反映されがちであった。またこれら少数者の政策決定者
の社会的背景も重要であった。上述の国務次官ディロンは，彼自身が世界中に投資を行う銀行家であっ
た。ディロンの家族の会社は，58年カタンガの開発に関する1500万ドルの対コンゴ借款を行っていた。
また国務省引退後のマーフィーは，モルガン・ギャランティ・トラストの会長を務めていた。そしてア
メリカの銀行モルガンもコンゴに大きな利益を有した。59年と60年モルガンは，ベルギーの保証のも
と２度にわたって２千万ドルの対コンゴ投資シンジケートを募った。さらにモルガンはカタンガの開発
を独占したユニオン・ミニエール社の親会社ソシエテ・ジェネラルが支配するコンゴ銀行に参加してい
た。さらにモルガンはカタンガに多大な利権を持つノース・アメリカン採鉱企業の金主であった。また
国防長官トーマス・ゲーツは，彼の家族の投資銀行であるドレクエル＆コーポレーションを通じて，モ
ルガンの利権と密な関係があった。この企業は，モルガンと1850年代から繋がりを持っていた。ゲー
ツはドレクエルとの繋がりは国防長官になってからも続いた。さらにブリュッセル駐在アメリカ大使
ウィリアム・バーデンは，その大使在任中もアメリカン・メタル・クライマックスの会長であった。同
社はカタンガとローデシアにまたがる最大の銅利権を持つ企業であった 。こういった私的利益の存在
はベルギー寄りの政策を生む土壌となったと考えられる。

５）ブリュッセル駐在アメリカ大使ウィリアム・バーデンのオーラルヒストリー，アメリカ・アイゼンハ
ワー大統領図書館（以下DDE Library と略記），41頁。

６）国務省スタッフサマリー（60年１月13日）DDE Library, White House Office, Staff Research Group, 
Box. 19.
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て，いわば双方の顔をたてるような政策を追求した。アメリカは外部支援を求めるコンゴ側の

ニーズを満たすことでソ連の介入を排除すると同時に，アメリカが直接介入を回避することで

ベルギーとの同盟関係を安定的に維持しようとした 7）。それが国連を介した対コンゴ支援であ

り，冷戦期最大規模で，かつ権能面でも異例の武力行使権限を認められたコンゴ国連軍の派遣

であった。

　かかる事情より，外部支援を求めるルムンバに対してアメリカは，国連にその軍事支援を要

請するように提案した 8）。ただしその一方でアメリカは，国連安保理ではベルギーの介入を「侵

略」として認定することを求めるソ連や急進派アジア・アフリカ諸国の要求を退け，国連軍が

ベルギーに対する武力行使を行いえない状況を作るべく努力した 9）。さらにアメリカは，財政

面・技術面で積極的に国連を支援し，また空母ワスプをコンゴ海岸に派遣し国連軍の円滑な活

動が可能となる状況を作りだすことで，アメリカの対コンゴ政策の文脈において国連軍が活動

しやすい状況を作った 10）。

　しかしこの「アメリカの事業としてのコンゴ国連軍」は困難に直面することになった。ルム

ンバが国連軍を介した支援の内容に満足せず，カタンガ分離問題の処理を巡って国連事務総長

ダグ・ハマーショルドと対立するに至ったからである。コンゴ危機は，白人の支配に対する不

満表明と暴動の続発という国内秩序の問題と，ベルギーのカタンガ分離を通じたルムンバ政府

転覆という２つの性質を持った紛争として始まったが，ハマーショルドは国内問題不干渉を掲

げ，国連軍を後者の問題に関与させないようにした。その結果カタンガの分離状態は放置され

ることになったのである。他方カタンガ問題とはベルギーによる侵略に他ならないと考えてい

たルムンバは，このハマーショルドの姿勢に不満を表明し，７月下旬国連の白人部隊の撤退と

ともにそれをガーナ，ギニア，エチオピアからなる部隊へと切り替えるよう要求した。また彼

は，コンゴの主権を行使して，ソ連に武器支援を要請し，最終的には国連軍を撤退させること

を仄めかし始めた。

　８月下旬このルムンバの主張のうちソ連の武器支援が現実化した。それまで支援を食料と数

台のトラックに限定していたソ連は態度を変化させ，フルシチョフは中央政府の支配をカタン

ガに及ばせるために若干の航空機と武器をルムンバに提供することを決定した。そして９月１

日その航空機がルムンバ派の拠点スタンレービルに到着したのである。

７）拙論「1950年代アメリカの対アフリカ支援を巡る外交的ジレンマと多角的政策」（金城学院大学論集
社会科学編，第46号，2004年）

８）ベルギー大使館から国務省宛電報（60年７月10日）FRUS, 1958‒1960, Vol. XIV, pp. 286‒288.
 　大統領と国務長官との電話連絡（60年７月13日）FRUS, 1958‒1960, Vol. XIV, pp. 300‒301.
９）ベルギー大使館から国務省宛電報（60年８月２日）FRUS, 1958‒1960, Vol. XIV, pp. 381‒383.
10）どの程度まで国連が「自律」して国連平和維持活動を行いうるのか，という論点は従来ほとんど考察さ
れていない。しかし当該活動の方向性を条件づける大国の動向はきわめて重要であり，実証的な国連平
和維持活動研究を行う場合，国連の「自律」を妨げる大国の影響力の検討を回避できないはずである。
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　このソ連の武器支援はアメリカの政策決定者を驚かせた。この事態を受けてベルギー駐在ア

メリカ大使ウィリアム・バーデンは，「ルムンバ政府は我々のコンゴおよびアフリカ全般にお

ける死活的権益を脅かしている……。それ故，我々の政治的・外交的活動の主要な目標とは，

現在作られているルムンバ政府を破壊することでなくてはならない」と主張した。また CIA

レオポルドビル支局長ローレンス・デブリンは，「大使館員と支局員は，ルムンバが実際のと

ころ共産主義者なのかもしくは単に共産主義者のゲームをもてあそんでいるのかどうかわから

ないにしても，コンゴが古典的な共産主義の乗っ取りを経験していると信じている」と CIA

本部に打電した 11）。

　グアテマラのアルベンスやイランのモサデクといった急進派民族主義者に対する CIA の秘

密工作が成功したのに倣って，ワシントンでは８月25日に開催された国家安全保障会議の特

別グループが「ルムンバの排除」を検討した。そしてアイゼンハワー大統領自身が「直截な行

動」を望んでいたこともあり，この特別グループは，「コンゴに対する計画は，ルムンバ除去

につながるようなあらゆる種類の活動の可能性を考えることを妨げない」と結論づけたのであ

る 12）。「あらゆる種類の活動」にはルムンバの殺害も含まれていた。

　ところで CIA は「共産主義の乗っ取り」の問題として，ルムンバの行動を解釈したが，ル

ムンバ排除の決定をコンゴへの共産主義の浸透の問題からだけで説明するのは難しい。確かに

ソ連が武器支援を開始したことは，政策決定者にとって懸念材料であった。しかしその支援の

実態は，100名程度のソ連およびチェコ人の技術者の派遣，100台のトラック，そして10機の

イリューシン14輸送機の提供といった程度であり，この措置が真の脅威を構成するかどうか

不明であった。しかも８月下旬段階ですでに１万人の国連軍が既に終結し治安の維持にあたっ

ていたことから，ソ連がコンゴの「古典的な共産主義の乗っ取り」を実行できる可能性も低

かった。

　ではなぜアメリカはこの決定を下したのか。それにはルムンバが国連軍を撤退させることを

仄めかしていたことが大きく関わっていた。国連軍の撤退は当時アメリカの政策決定者が最も

憂慮した問題であった。例えば８月18日に国家安全保障会議では，ルムンバの（要求による）

国連軍退去の可能性に議論が集中していた。そしてその討議のなかで国務次官ダグラス・ディ

ロンは，「ハマーショルドとルムンバの不和は深刻な状況を生み出している……」のであり，

「もしルムンバが国連軍を追い出すという脅迫を実行に移すのなら，その段階でどんな国の援

助でも受け入れることになるだろう。国連軍の撤退は不幸な結果をもたらすことになるだろ

う。我々はこうした事態を防ぐために，可能な限りの手を打たねばならない」と主張した。ま

11）バーデンの発言については，William Minter, “The Limits, of Liberal Africa Policy: Lessons from 
the Congo Crisis.” Transafrica Forum, no.3, 1984から引用。またCIAの報告については，The United 
States Senate, op.cit., p. 14.

12）The United States Senate, op.cit., pp. 60‒61.
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た同じ席上でアイゼンハワー大統領は，「国連軍が強制的に撤退させられる可能性など思いも

よらないことだ……。我々はそのためにたとえヨーロッパ諸国の軍隊の力をかりなければなら

なくなったとしても，コンゴにおける国連軍駐留を維持しなければならない」と主張した 13）。

　アメリカが国連軍の派遣を西側同盟の安定とソ連の介入の可能性を排除するという２つの観

点から構想していたことはすでに述べた通りである。そして国連軍の撤退はこのアメリカの対

コンゴ政策の根本に関わる問題であった。アメリカがルムンバの失脚を決断した背景には，ソ

連の介入の問題と並んで，国連軍の撤退が西側同盟の危機を生みかねないという懸念が関係し

ていた。

　９月以降のアメリカの対コンゴ政策は，ルムンバの暗殺を含む，ルムンバ体制の破壊工作が

基調となった。アメリカは，CIA 支局員達を通じたルムンバの毒殺を試み，また専門の暗殺者

をコンゴに送り込んでいった。また多額の資金を投入し，ルムンバの反対派を組織化するとと

もに，９月の反ルムンバ・クーデターの実行，12月のルムンバ逮捕，翌年１月のその身柄の

カタンガ移送，そして最終的にルムンバの殺害を実行していった 14）。

　ちなみにルムンバの脅威とは国連軍の撤退とほぼ同義であったことから，国連上級職員もま

たルムンバ体制の破壊において重要な役割を演じることになった。彼ら国連職員にとってコン

ゴ国連軍活動の失敗は国連という組織そのものの危機を意味していた（実際コンゴ危機のため

に国連は何度も「組織の破滅」の危機に直面した）。従って国連は表向きは内政不干渉原則を

掲げながら，アメリカの反ルムンバ秘密工作を黙認あるいは時に積極的に支援していった。例

えば９月の反ルムンバ・クーデターの際，「ルムンバは破壊されねばならない」と主張した国

連事務総長ハマーショルドや，ルムンバを「小さなヒトラー」と呼称した彼の側近アンド

リュー・コーディアーは，アメリカやベルギーが行う秘密工作の存在を知りながら，それを進

んで支援する措置をとった 15）。またドウィットの研究が明らかにしたように，ルムンバがCIA

の支援を受けたコンゴ人のライバル政治家の手によって逮捕，殺害される局面において，ハ

マーショルドは，ルムンバ逮捕の違法性を認識しながら，意図的にそれを阻止しようとはしな

かったのである 16）。

13）第456回国家安全保障会議記録（60年８月18日）FRUS, 1958‒1960, Vol. XIV, pp. 421‒424.
14）The United States Senate, op.cit., pp. 19‒51.　ただし同報告書は，アメリカにはルムンバ殺害の直
接の責任はないとの結論をくだしている。その一方で少なからざる数のコンゴ危機研究が同報告書の結
論について疑義を唱えている。例えばこの問題に関する最近の資料状況については，The Washington 
Post 紙の2002年７月30日の記事を参照されたい。

15）拙論「コンゴ国連軍と反ルムンバ秘密工作1960年７月～９月──クーデターを支えた国連平和維持
活動──」（名古屋大学『法政論集』193号，2002年）

16）De Witte, op.cit., pp. 57‒66.
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２　ケネディ政権の政策：親米政権の樹立とカタンガ分離終結

　61年１月17日ルムンバは，CIA が支援した敵対政治家の手によって殺害された。彼の死は

同年１月に発足したケネディ政権の対コンゴ政策にもインパクトを与えた。ルムンバの死に

よって急進派勢力が求心力を失ったことを受けて，ケネディ政権内部には親米的で穏健な政権

をコンゴに樹立しようとする動きが生まれた。

　60年９月のクーデターの後，ルムンバの側近アンソニー・ギゼンガは，ルムンバ派の拠点

スタンレービルに逃れ，独自の体制を作り上げた。ギゼンガは「スタンレービル政権」こそが

コンゴの唯一の正統な政府であると主張した。ガーナ，ギニア，中国，ソ連はこの動きを好意

的に受けとめ，アジア・アフリカ諸国のなかには「スタンレービル政権」の政府承認を行う国

まで登場した。この結果コンゴは，レオポルドビル，カタンガ，スタンレービルの三派に分裂

することになった。アメリカはクーデターによって休止に追い込まれていたコンゴ議会を再招

集しようとした。議会の招集によって真に正統な政府を作り上げ，コンゴの完全な分裂を阻止

するのが狙いであった。そのためには，再招集される議会には，ギゼンガや彼の支持者が少な

くとも一時的には含まれねばならなかった。だがその一方で首相の座には絶対に親米派の政治

家が据えられねばならなかった。

　CIA の現地調査を経てアメリカが首相候補として白羽の矢を立てたのが，シリル・アドーラ

という人物であった。彼は年齢40歳，労働組合の指導者の経験を持つ人物であった。彼はヨー

ロッパ・アフリカ地域におけるAFL‒CIO の代表アービング・ブラウンの友人であった。当時

CIA はこの地域の労働組合に共産主義の影響力増大を阻止すべく活動しており，ブラウンはそ

の活動のコーディネーターであった。アメリカの政策決定者は，アドーラが信用のおける穏健

派であり，その経歴からナイジェリアやチュニジアといった穏健派アジア・アフリカ諸国の支

持を得やすい存在であると判断した。ただしその一方で彼らはアドーラにはコンゴ人民の人気

が乏しいという弱点を認識していた。そこで61年７月にロバニウム大学にてコンゴ議会が再

招集された際，アメリカは秘密工作を展開して，アドーラの勝利のため活動した17）。

　この時またしても国連軍は，アメリカの対コンゴ政策のお先棒を担いだ。ロバニウム会議の

議場のセキュリティーを管理した国連軍は，表向きは外部勢力から議員達を隔離しようとし

た。しかしその措置はソ連や急進派アジア・アフリカ諸国の工作員を議場から排除する一方

で，アメリカの秘密工作員の活動についてはその活動を黙認するという恣意的なものであっ

た。ハマーショルドは「穏健な政治的帰結を得るためにカードを切る」と語り 18），こういった

17）具体的なプロセスについては，拙論「アメリカとコンゴ国連軍」緒方貞子・半澤朝彦編『グローバ
ル・ガヴァナンスの歴史変容──国連と国際政治史』（ミネルヴァ書房，2006年刊行予定）および “The 
United States and the United Nations Operation in the Congo (ONUC)”（2006年，龍谷大学アフラ
シア平和開発研究センター WP12，http://www.afrasia.ryukoku.ac.jp/jp/research/index.php）を参照。

18）国連代表部から国務省宛電報（61年６月22日）FRUS, 1961‒1963, vol. XX, Congo Crisis, pp. 150‒151.
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国連軍の活動を進めていた。その背景には，ギゼンガが首相に就任するようなことがあれば，

国連軍の撤退の問題が再燃する可能性が関係していた，と考えられる。

　だが７月中旬のロバニウム会議の際，ルムンバの支持者は予期せざる強さを見せ，ギゼンガ

が首相に選ばれる可能性があった。そのため CIA はアドーラを勝利に導くために，大規模な

買収工作を展開した。このタイミングで介入せず仮にギゼンガが首相に当選するようなことが

あれば，アメリカが打ちうる手には親米派の軍人ジョセフ・モブツのクーデターしか残されて

いなかったからである。国家安全保障担当大統領補佐官マクジョージ・バンディは「コンゴの

穏健派勢力を強化する」ための「２万３千ドルの追加支援」をケネディに求めたていたが19），

CIA のエージェントは，この資金をアドーラの敵対勢力の買収，組織化等に用いた。そしてロ

バニウム会談の際，CIA レオポルドビル支局長デブリンとその同僚は「閉鎖された」ロバニウ

ムの会議場へといたる地下下水道のなかをくぐり抜け，重要議員を買収した 20）。報じられると

ころによると，この資金は反ギゼンガ派に渡される「まばゆいばかりのアメリカ製自動車」の

購入にも使われたという 21）。

　この国連軍と秘密工作の協働によって，アメリカはアドーラを政権の座につけることに成功

した。しかしアドーラ体制は脆弱であった。そこには政治的な弱さに加えて，コンゴの経済的

要衝であるカタンガの分離状態が継続していたことが関係していた。カタンガは豊富な銅やダ

イヤモンドの輸出を通じてコンゴの富の大部分を生み出していたが，アドーラの政府はチョン

ベによるカタンガの実効的支配の前に，カタンガから税金を徴収することができなかった。60

年夏からの分離開始によって，コンゴ政府の財政は破綻寸前であった。

　アメリカ政府内では分離の終結を求める声が上がっていた。その主張者は，国務次官チェス

ター・ボールズ，アフリカ問題担当国務次官補メンネン・ウィリアムズ，国連大使アドライ・

スティーブンソンといった，いわゆるアフリカニストと呼ばれる人たちであった 22）。ただし問

題もあった。ヨーロッパ諸国は分離終結を望んでいなかったのである。その結果，政権内に

は，国務長官ディーン・ラスク，国家安全保障担当大統領補佐官マクジョージ・バンディ，国

務次官アベレル・ハリマンといった，いわゆるヨーロピアニストが，アメリカのカタンガ問題

介入を嫌うベルギーやイギリスをおもんばかって，アメリカはこの問題に関与すべきでないと

主張した。彼らの発想では，コンゴのような些細な問題で同盟関係を不安定化させるべきでな

19）大統領補佐官から大統領宛覚書（61年６月10日）FRUS, 1961‒1963, vol. XX, Congo Crisis, p. 144.
20）リチャード・マホニーによる国務省元職員および前 CIA 職員へのインタビュー（インタビュアーの
氏名は不明）。Mahoney, op.cit., pp. 86‒87.　なおマホニーの父親はケネディ政権でギニア大使をつと
めたウィリアム・マホニーであり，ケネディ政権の高官と直接的繋がりを持つ彼がおこなったインタ
ビューの信憑性は高いと考えられる。

21）The New York Times（66年４月25日）
22）国務省文書「コンゴ危機に関する分析的年表」（61年１月25日）アメリカ・ジョン・Ｆ・ケネディ大
統領図書館（以下，JFK Library と略記）: NSC Files, Box. 27.
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いというのであった 23）。しかしその一方でカタンガを再統合するというアドーラの力はほとん

どアメリカに依存していた。分離終結の必要性と効果を巡ってケネディ政権は分裂していた。

　公的なレベルでは，ケネディ政権はカタンガ分離に反対の立場を採っていた。しかし結果か

らみると政権内の分裂のために，62年12月になるまで，アメリカが分離終結に向けた積極的

な政策を打ち出すことはなかった。アドーラ政権が生まれてから約２年間アメリカは，カタン

ガにおけるベルギーとチョンベの権力を掘り崩すことなく分離を終結させるという，チョンベ

が受け入れ可能な解決策を模索した。そして，この交渉による解決に見通しがたたなくなって

からはじめて，アメリカは「戦わざる軍隊」であるはずの国連平和維持軍の武力行使を容認し

たのである。

　ところでカタンガの体制は網の目のように張り巡らされた，ヨーロッパの同盟諸国の「帝国

主義者」やそこに連なるアメリカの財界，ケネディ政権内部の親ヨーロッパ派の様々な支援に

よって支えられていた。ベルギー政府は国連決議に対して表面上の履行努力をしめすだけで，

分離に向けた実質的な活動を回避していた。国際的な圧力を前にしてベルギー軍の将校の一部

はカタンガから引き揚げたが，他の者達は滞在し続けていた。ベルギー人将校とベルギー政府

との関係は，彼らが植民地の公安軍の将校であって，ベルギー政府から公式に派遣されたもの

ではないというフィクションによって覆い隠されていた。分離はフランス，ローデシア，南ア

フリカ，そしてベルギーで募集された傭兵によって支えられていた。白人の傭兵達は「カタン

ガ政府」軍の中核を形成した。彼らの募集や彼らに対する北ローデシア，イギリス植民地，ポ

ルトガル領アンゴラ経由の武器支援は，西側諸国の共犯性無くしては不可能であった 24）。

　61年９月，傭兵問題を解決するため，国連軍とカタンガとの間で武力衝突の「ラウンド１」

が起こった。コンゴ国連軍カタンガ代表コナー・クルーズ・オブライアンによって指揮された

この作戦で，コンゴ国連軍は歴史上初めて武力行使を行った平和維持軍となった。だが最終的

にこの作戦は国連軍の敗北に終わった。当時国連軍には航空戦力が全くなかったため，国連軍

は，フォーガ・ジェット戦闘機を有するカタンガ政府軍によって制空権を握られた。そして国

連軍の地上部隊は壊滅的なダメージを受けたのである。最終的にハマーショルドは武力行使の

中止を宣言せざるをえない状況に追い込まれた。

　この「ラウンド１」の後，国連事務総長ハマーショルドは，チョンベと交渉するためにコン

ゴから北ローデシアに飛んだ。９月17日彼の飛行機は墜落し，彼は死亡した。ハマーショル

ドの死因について当時の調査報告書は要領をえないものであったが，彼の飛行機はカタンガの

23）Roger Hilsman, To Move a Nation, Doubleday, 1964, pp. 246‒247.
24）Matthew Hughes, Central African Federation, Katanga and the Congo Crisis, 1958‒65, 
European Studies Research Institute, 2003.
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傭兵によって打ち落とされた可能性が高いようである 25）。国連事務総長の死は国連上級職員達

に衝撃を与えた。ハマーショルドの後継者となったウ・タントは，カタンガ分離終結に向けて

積極策を構想するようになった。ただし国連が積極的に行動すればするほど，西側諸国，特に

アメリカに対する国連の財政的，技術的依存は深まっていった。その結果ウタントは前任者以

上にコンゴ問題においてアメリカに従属することになった。62年12月イギリスの国連大使は，

「アメリカは，直接的にも，また（国連事務次長）バンチを通じて（間接的にも），過去９ヶ月

かそれ以上にわたって，コンゴにおける国連の政策を計画し実行してきた」と外務省に打電し

たが 26），これは国連軍のアメリカへの従属の実態を語っていた。

　ところで62年を通じてチョンベのカタンガの実行支配は強化する一方であった。それは主

にカタンガへの外交的支援によるところが大きかった。ベルギーでは社会党出身でNATO事

務局長であったアンリー・スパークが，61年４月ベルギー副首相兼外相に就任しカタンガ問

題の陣頭指揮を執った。支持基盤の面でベルギー財界の圧力から比較的自由であった彼は，前

政権よりもカタンガの分離終結に理解を示した。しかし分離の性急な終結はベルギー国内外の

状況に鑑みて難しかった。スパークは，カタンガの開発を担っていたベルギー系企業ユニオ

ン・ミニエール社の地位を危くするようなことは回避したいと考えていた。また彼は国内財界

のカタンガ分離を熱狂的に支持する勢力からの圧力にも曝されていた。その結果ベルギー政府

は口約束は別として，カタンガ分離終結に向けた具体策をなかなか打ち出せなかった。またカ

タンガ分離を継続させたのはベルギーだけではなかった。イギリスの保守党のハロルド・マク

ミラン政権は，カタンガをローデシアへの急進的民族主義の拡散に対する防壁として見なし，

分離支持の立場を打ち出していた。そしてイギリスこそが，61年秋以降，分離終結へ最大の

障害となった 27）。

　そのトーンに違いはあれ，ベルギーおよびイギリス政府が分離継続を支持する状況は，アメ

リカの政策決定者に重くのしかかった。なぜなら西ヨーロッパ諸国との同盟を安定的に維持す

ることは，アメリカの対コンゴ政策の最も重要な前提であったからである。しかもアメリカ国

内では「カタンガ政府」からの支援を受けた勢力が，精力的に親カタンガ・キャンペーンを

行っていた。ロビイスト，マイケル・ストルーレンスは親カタンガ世論を形成するために，ア

メリカ国内でプロパガンダ工作を行った。チョンベ（具体的にはユニオン・ミニエール社）か

らの資金提供を受けたストルーレンスは，60年から62年にかけて少なくとも24万ドルをこの

活動のために使った。ストルーレンスは新聞各社と緊密な関係にあり，また議会でも共和党，

25）拙論「なぜハマーショルドは死んだのか──コンゴ危機と国連平和維持活動の武力行使」（軍事史学
会『軍事史学』第42巻３・４合併号，近日刊）

26）英国国連代表部から外務大臣宛電報（62年12月29日）PRO, FO‒371/172624.
27）拙論「コンゴ危機と米英対立」草間秀三郎編『英米の政治外交』（愛知学院大学国際研究センター地
域研究叢書，2005年）
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民主党議員を問わず緊密なネットワークを築いた。またコネティカット州選出民主党上院議員

で，上院外交委員会委員トーマス・ドッドは，「共産主義に対抗する最も堅固な防波堤」であ

るとチョンベを擁護した。ドッドもチョンベから資金を受け取っていた。ドッドは共和党のエ

ベレット・ダークセン，共和党上院議員バリー・ゴールドウォーター，民主党ジェームズ・イ

ストランドといった議員と共同歩調をとった。そしてアメリカ国内のカタンガ分離継続を求め

る動きはケネディ政権がカタンガ分離終結に動き出す際の足かせとなった 28）。

　このような事情から61年秋以降，ケネディ政権において支配的となったのは，親カタンガ

的な動きであった。アイゼンハワー政権よりもリベラル色が強いケネディ政権においてすら，

親アフリカ的な主張をする者の政策への影響力は限定的であった。アフリカニストのメンネ

ン・ウィリアムズは「へつらいばかりのウィリアムズ」と呼ばれ，ヨーロピアニストからはあ

ざけりの対象であった 29）。しかも61年11月，第三世界のナショナリズムに同情的であると考え

られたチェスター・ボールズが国務次官職を更迭されるに至り，親ヨーロッパ的な勢力の影響

力が増大した。ボールズの後任のジョージ・ボールは，コンゴ危機とヨーロッパ統合問題につ

いて陣頭指揮をとった人物であるが，彼は側近であるジョージ・マクギーとともに親ヨーロッ

パ的な傾向をもつ人物であった30）。その結果ケネディ政権内の分裂は，61年秋からの１年間，

ヨーロピアニストの優位で推移した。

　この間結局アメリカが行ったことといえば，西側の同盟関係を危うくすることなく，交渉に

よって分離を終結させる実効性のない試みを，だらだら繰り返しただけであった。国連主導の

分離終結に向けた活動も，植民地問題への国連の介入を厭うイギリスからの要請を受けたアメ

リカによって中止に追い込まれた。もちろん62年８月中旬には交渉を進めるための力の行使

としてカタンガへの経済制裁案，いわゆる「ウ・タント・プラン」が，アメリカ国務省のもと

で策定されたが，結局この制裁案もうまくいかなかった 31）。

　だがコンゴ現地の情勢は分離終結を不可避としていた。62年末頃にはカタンガ分離という

アドーラ政権にとって「死に至る病」がきわめて深刻な事態を引き起こしていることが判明し

た。62年11月27日分離を終結できない責任を問われたアドーラは，コンゴ議会で不信任決議

案提出に直面した。そして彼にはこの危機を CIA の買収工作を通じて辛うじて乗り切るだけ

の力しかなかった 32）。この事態を重く見たアメリカは対コンゴ政策の再検討作業を行わねばな

28）親カタンガのロビー活動の展開については，Weissman, op.cit. pp. 170‒178を参照。
29）ウィリアム・バーデンのオーラルヒストリー，DDE library，17頁。
30）James A. Bill, George Ball: Behind the Scenes in U.S. Foreign Policy, Yale University Press, pp. 
136‒150.

31）「ウ・タント・プラン」の国務省作成の原案については，国務次官から大統領宛覚書（62年８月３日）
FRUS, 1961‒1963 Vol. XX, Congo Crisis, pp. 527‒532を参照。

32）William Minter, “The Limits, of Liberal Africa Policy: Lessons from the Congo Crisis.” Transafrica 
Forum, no. 3, 1984.
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らなくなっていった。

　62年12月ケネディ政権内で今一度対コンゴ政策の再検討作業が行われることになった。そ

の基礎的作業は，国務省内でのヨーロピアニストとアフリカニストの対立を回避する意味もあ

り，国務省情報調査局で行われた。そしてこの作業でロジャー・ヒルズマンとロバート・グッ

ドが指揮した分析チームが提示した結論は，いまやカタンガ分離問題が近い将来に解決されな

いのであれば，アドーラ体制の崩壊は確実であり，アドーラの窮状を救うために残された道

は，カタンガの武力併合しかないというものであった 33）。

　この提案を受けて12月上旬国防総省は，アメリカが独自に空軍を国連に提供する案すら検

討した。この案はケネディおよびウ・タントによって否定されたため実現はしなかったが，ア

メリカは国連に対してより強力な武器を提供することで，国連軍の武力行使計画の軍事的基礎

を整えたのであった 34）。

　ケネディ政権がグリーンライトを出したことを受けて，12月末，国連軍の「グランドスラ

ム作戦」が実行された。12月25日，国連のヘリコプターが「カタンガ政府」軍によって撃墜

され，戦端が開かれた。スウェーデンが提供したサーブ・ジェット機が，地上のカタンガの航

空機に対して，空からの先制攻撃を加え，コルウェジ・ケンゲレ空港の燃料貯蔵庫と数機の航

空機を破壊した。地上でも国連部隊がエリザベートビルの拠点を攻撃していった。カタンガ軍

は遁走し，兵の脱走者が続出した。そして最終的に国連軍は「カタンガ政府」軍を完全に撃退

し，翌年１月23日，２年半にわたるカタンガ分離を終結させたのであった。

終わりに

　以上検討したように，61年から63年のコンゴ危機におけるアメリカの政策は，アイゼンハ

ワー政権期のルムンバ政権の転覆とケネディ政権における親米政権の樹立によって特徴づけら

れる。２人の大統領は，大規模な秘密工作を承認し，非介入の体裁のもとで積極的な干渉を

行った。そしてこのようなやり方は，イラン，グアテマラ，チリ，ベトナムなどで用いられた

アメリカの「ごく普通」の第三世界政策であった。ただしコンゴが他のケースと異なるのは，

秘密工作と国際連合の活動とがシンクロした点であった。当時のアメリカの政策決定者が，ア

メリカが「非介入の名のもとでの介入」をすることができる手段として国連軍を捉えていたこ

とや 35），「非同盟の体面を維持させつつも，その一方で（現地体制が）西側からの支援を受けう

33）大統領覚書（62年12月13日）FRUS, 1961‒1963, Vol. XX, Congo Crisis, pp. 729‒733.
34）国際機構局国務次官補から国務次官宛覚書（62年12月16日）FRUS, 1961‒1963 Vol. XX, Congo 
Crisis, pp. 737‒743, 大統領特別顧問覚書（62年12月17日）FRUS, 1961‒1963 Vol. XX, Congo Crisis, 
pp. 749‒750, 国家安全保障会議記録（62年12月17日）FRUS, 1961‒1963 Vol. XX, Congo Crisis, pp. 
750‒752.

35）国際機構問題担当国務次官補から国務長官宛覚書（61年５月２日）http://www.state.gov/r/pa/ho/
frus/kennedyjf/xxv/6012.htm
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る利点」を国連の利用に見いだしていたことからもわかるように 36），アメリカは秘密工作と同

じ文脈において，国連の利用を構想していた。

　ただしアメリカが国連の利用をはじめからそのように企図していたわけではなかった。60

年代にアフリカで起こった脱植民地化と冷戦の交錯という現象は，アメリカに西側同盟の安定

性の維持と新興独立諸国への支援というジレンマを伴う問題を突きつけた。この状況下アメリ

カは受動的な政策として国連の利用を選択しただけであった。コンゴの場合，ベルギーとの同

盟関係を維持し，ルムンバ率いるコンゴ政府にも支援を与える手段として，アメリカはコンゴ

国連軍の派遣を決定した。しかしこの政策はルムンバの動向によって，あるいは自らが作り上

げたアドーラ政権が崩壊の危機に瀕するなかで揺るがされた。そのためアメリカはこのコンゴ

政策の前提を維持するために絶え間なく秘密工作を行い続けざるをえない状況に追い込まれた

のであり，結果として国連軍と秘密工作とが協働するようになったのである。

　2001年の同時多発テロ以降，アメリカのブッシュ政権はアフガニスタンに親米政権を樹立

すると同時に，両国に国連を通じた支援を行うことで，両国内の反米感情の緩和に努めてい

る。そしてこのケースを見る限り，「非公式帝国」アメリカにとって秘密工作も国連もその

「帝国」を維持するための手法であるようである。このような「軽い帝国」の形成がうまく行

くのかどうか不明な点が多いが，コンゴのケースはこの両国の問題に対する重要な「教訓」を

含んでいるように思われる。国連がアメリカの非公式帝国形成を進めるのか，あるいはそれを

後退させるのかよくわからないが，今後も我々は，世界秩序形成におけるアメリカの対外政策

と国連の関係を，コンゴの「教訓」をふまえながら考察すべきではなかろうか 37）。

〔付記〕本稿は，平成18年度札幌大学個人研究助成金による研究成果の一部である。

36）国務省文書「コンゴにおけるアメリカの政策」（63年日付不明）文書番号不明，Declassified 
Documents Reference System.

37）近年アメリカの政策系シンクタンクでは，国家建設および平和構築における国連利用のメリットにつ
いての政策研究が進んでいる。例えば James Dobbins, et. al, The UN ’s Role In Nation̶Building: 
From The Congo to Iraq, RAND Corporation, 2005はその代表的研究である。


